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環 境 方 針 
 

（基本方針） 

1．地球温暖化を防止するまち さが 

市役所自身が環境負荷の低減に取り組むとともに、市民、事業者等に

対して、省エネルギー行動の実践、再生可能エネルギーや新たな資源の

活用など、環境負荷を減らすことができる取り組みの普及を積極的に推

進することで、地球温暖化防止への貢献を目指します。 

２． 資源を活かす循環のまち さが 

廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用の推進など、佐賀市全体でごみ

問題の解決を図り、循環型社会の構築を目指します。 

３． 水とみどりがあふれるまち さが 

地域の自然・生物多様性を保全し、快適な親水空間・みどり空間の創

出等を推進することにより、自然環境と人々の営みや歴史・文化とが調

和した都市づくりを目指します。 

４． 安全で快適な生活環境のまち さが 

市民、事業者等に対する生活環境への配慮意識の啓発、水道水の安定

供給や生活排水の適正処理等を実施することにより、安全で快適な生活

環境の向上を目指します。 

 

（佐賀市の望ましい環境像） 

『守り、育み、未来をつくるトンボ飛び交うまち さが』 

 

 

平成２７年１２月１０日 

              佐賀市長 
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１．はじめに 
 

 

佐賀市は、山から海までつながる水とみどりにあふれる豊かな自然環境が広

がっています。豊かな自然は多様な生態系を形成し、様々な自然の恵みをもた

らすことで、私たちの生活を支えています。 

しかしながら、今日の社会では、物の豊かさや利便性を追求し、大量生産・

大量消費・大量廃棄を繰り返してきたことで、地球温暖化問題をはじめ、大気

や水の環境汚染、自然破壊による生物種の絶滅、ごみ問題といった、私たちの

生活を脅かす深刻な問題が起きています。 

そこで、佐賀市は、すばらしい自然や歴史・文化が残る環境を、守り、育み、

未来の子どもたちへ引き継いでいくために、自らの環境負荷を減らすことはも

とより、市民、事業者等に環境保全に関する様々な普及･啓発活動を行い、実践

を促します。環境施策をより計画的、効果的かつ確実に展開していくために、

環境マネジメントシステムを構築し、進捗管理を行っており、平成 14 年 3 月 1

日には、旧佐賀市（現在の本庁）で環境に関する国際規格である ISO14001 を認

証取得し取り組みを進めてきました。平成 22 年度からは、佐賀市独自の環境マ

ネジメントシステムである「佐賀市環境マネジメントシステム」の運用を開始

し、今後一層、環境への取り組みを進めていきます。 

今回の報告書は、平成 28 年度の取り組み状況を取りまとめ、市民の皆様に   

報告するものです。 

 

■これまでの経緯 

平成 13 年 4 月 市長によるキックオフ宣言 

平成 13 年 10 月 システムの運用開始 

平成 14 年 3 月 佐賀市（旧佐賀市）が ISO14001 の認証を取得 

平成 15 年 3 月 水道局、交通局、本庄幼稚園までシステム対象範囲を拡大 

平成 17 年 10 月 市町村合併 新市の環境方針を策定 

平成 18 年 10 月 諸富・大和・富士・三瀬支所がシステムを運用開始 

平成 20 年 10 月 川副・東与賀・久保田支所がシステムを運用開始 

平成 21 年 4 月 衛生センターがシステムを運用開始 

平成 22 年 2 月 佐賀市が環境都市を宣言 

平成 22 年 4 月 佐賀市環境マネジメントシステムによる運用開始 

平成 27 年 12 月 第 2 次佐賀市環境基本計画の策定に伴う環境方針の見直し 

平成 28 年 7 月 第 2 次佐賀市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定 
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■システム対象範囲 

 

 平成 28年度の環境マネジメントシステムの適用範囲と主な業務内容は以下の

とおりです。 

 

 この他にも、佐賀市独自の学校版環境ＩＳＯを策定し、市内の小中学校で活

発な取り組みが行われています。 

 

 

佐賀市役所本庁舎 佐賀市栄町１番１号
市長部局、行政委員会、出納室
に関する事務事業

佐賀市大財別館
（2,3,4階部分）

佐賀市大財三丁目１１番２１号 教育委員会に関する事務事業

佐賀市清掃工場 佐賀市高木瀬町大字長瀬２３６９番地
廃棄物の焼却、選別、廃食油の
再生

廃棄物最終処分場 佐賀市嘉瀬町大字十五新地篭内 廃棄物の安定処分

下水浄化センター 佐賀市西与賀町大字高太郎２６６７番地 下水の浄化

衛生センター し尿の処理

施設管理センター 道路、河川の維持管理

つくし斎場 佐賀市金立町大字金立１１９７番地４６５ 斎場業務

保健福祉会館 佐賀市兵庫北三丁目８番３６号 保健福祉に関する業務

諸富支所庁舎 佐賀市諸富町大字諸富津１番地２ 諸富支所管内の行政事務

大和支所庁舎 佐賀市大和町大字尼寺１８７０番地 大和支所管内の行政事務

富士支所庁舎 佐賀市富士町大字古湯２６８５番地 富士支所管内の行政事務

三瀬支所庁舎 佐賀市三瀬村三瀬２７６４番地 三瀬支所管内の行政事務

川副支所庁舎 佐賀市川副町大字鹿江６２３番地１ 川副支所管内の行政事務

東与賀支所庁舎 佐賀市東与賀町大字下古賀１１９３番地 東与賀支所管内の行政事務

久保田支所庁舎 佐賀市久保田町大字新田１１０９番地１ 久保田支所管内の行政事務

本庄幼稚園 佐賀市本庄町大字本庄１５１番地１ 幼稚園業務に関すること

若葉保育所 佐賀市日の出一丁目１９番１号

成章保育所 佐賀市成章町５番２１号

城東保育所 佐賀市東佐賀町４番２０号

川原保育所 佐賀市川原町４番４４号

佐賀市立図書館 佐賀市天神三丁目２番１５号 図書館業務に関すること

交通局 佐賀市愛敬町４番２３号 自動車運送事業に関すること

上下水道局 佐賀市若宮三丁目６番６０号 上下水道事業に関すること

富士大和温泉病院 佐賀市富士町大字梅野１７２１番地１ 病院事業に関すること

名称 所在地 主な業務内容

佐賀市巨勢町大字牛島５２８番地

保育業務に関すること
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２．取り組み結果 
 

 

（１）第２次環境基本計画に掲げる施策の取り組みについて 

平成 27 年 10 月に策定した第 2 次佐賀市環境基本計画に基づく環境施策を計

画的に実施するため、佐賀市環境マネジメントシステムのなかで進捗管理を行

っています。 

平成 28 年度の環境基本計画に掲げる施策目標、基本目標横断プロジェクトの

取り組みについて報告します。 

（１１ページ以降に掲載） 

（２）全庁共通の取り組みについて 

市役所業務の環境負荷の低減のために、「コピー用紙の使用量削減」、「職場

排出物の抑制」、「施設エネルギー使用量の削減」、「自動車燃料使用量の削減」、

「グリーン購入の推進」を全庁で取り組んでいます。 

①コピー用紙の使用量削減 

各課における紙の使用量削減の取り組みや、平成 27 年度から導入した文書

管理システムの運用に伴ってコピー用紙の使用量が減少しています。 

 

②職場排出物の抑制 

平成 26 年度と平成 27 年度は本庁舎の耐震補強工事に伴う執務室の移転や

支所再編による支所執務室等の整理により一時的に職場排出物が増加の傾向

にありましたが、平成 28 年度は例年よりも減少する結果となりました。 

なお、平成 29 年度は本庁舎の 1 階及び 2 階の執務室移転が予定されている

ため、また増加に転じることが予想されます。 

  （ⅰ）廃棄物                         （単位：㎏）  

 

年度 Ａ３ Ａ４ Ｂ４ Ｂ５ 合計

Ｈ２６ 823,500 15,533,000 115,500 15,000 16,487,000
Ｈ２７ 586,010 14,590,550 158,000 29,500 15,364,060
Ｈ２８ 729,550 14,104,500 115,300 20,500 14,969,850

年度 燃えるごみ ｼｭﾚｯﾀﾞｰ古紙 燃えないごみ 有害ごみ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ごみ 合計

H26 47,325 11,038 2,026 127 3,210 63,726
H27 42,476 11,820 2,192 100 4,592 61,180
H28 40,007 10,896 2,292 96 4,332 57,623
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H26 H27 H28 H26 H27 H28 H26 H27 H28

九州電力（kWh) 31,758,987 30,437,821 24,957,364 0.613 0.584 0.509 19,468 17,776 12,703

荏原環境プラント(kWh） 5,293,878 6,601,071 13,804,386 0.000 0.266 0.163 0 1,756 2,250

イーレックス(kWh） 181,634 226,970 574,467 0.500 0.662 0.555 91 150 319

日本テクノ(kWh) 0 0 106,268 0.482 0.532 0.358 0 0 38

伊藤忠エネクス(kWh） 0 0 85,087 0.380 0.568 0.489 0 0 42

エネット(kWh） 160,021 0 0 0.423 0.454 0.418 68 0 0

購入電力量(kWh) 37,394,520 37,265,862 39,527,572 19,627 19,682 15,352

自家発電（kWh) 26,885,091 22,529,700 19,627,378 0 0 0 0 0 0

使用電力量(kWh) 64,279,611 59,795,562 59,154,950 19,627 19,682 15,352

灯油(㍑） 317,739 311,007 284,908 2.49 2.49 2.49 791 774 709

軽油(㍑） 2,124 1,888 2,304 2.58 2.58 2.58 5 5 6

Ａ重油(㍑） 442,976 371,111 321,580 2.71 2.71 2.71 1,200 1,006 871

ＬＰガス(kg) 224,750 259,246 228,358 3.00 3.00 3.00 674 778 685

都市ガス(m3) 489,079 466,277 514,620 2.16 2.16 2.16 1,056 1,007 1,112

23,353 23,252 18,735

使用量
(A)

排出係数
(B)

温室効果ガス排出量(ｔ-CO2)

(A)×(B)×0.001

電
気
の
使
用

燃
料
の
使
用

合計

 

  （ⅱ）資源物                         （単位：㎏）  

 

③施設エネルギー使用量の削減 

佐賀市清掃工場では、廃棄物焼却発電を行い、この電力の施設内消費以外の

余剰分を市の公共施設で活用する「電力の地産地消」に取り組んでいますが、

平成 27 年 10 月から清掃工場内の灰溶融施設の運転を休止したことにより、清

掃工場内の消費電力が減少し他の公共施設への供給が可能となりました。そこ

で、平成 28 年度から 26 の施設で電力会社を切り替えたことにより、それらの

施設が従前より電力を調達していた電力会社よりも温室効果ガスの排出係数

が低減したことによって、温室効果ガスの排出量が平成 27 年度比で-19％とな

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 ビン・缶 布類 新聞・ﾁﾗｼ ダンボール コピー用紙 雑誌・色紙 機密文書 合計

H26 709 89 10,188 7,111 15,870 29,015 23,205 86,187
H27 660 191 9,326 6,754 17,467 35,361 39,120 108,879
H28 726 65 8,831 6,441 12,952 26,636 25,133 80,784
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H26 H27 H28
燃料 (㍑) 181,423 173,231 177,783
走行距離 (km) 2,138,774 2,106,337 2,136,113
燃費 (km/㍑) 11.8 12.2 12.0
燃料 (㍑) 813,557 855,047 829,201
走行距離 (km) 3,205,206 3,338,846 3,167,651
燃費 (km/㍑) 3.9 3.9 3.8
燃料 (㍑) 46,430 57,834 59,958
走行距離 (km) 208,064 212,448 235,620
燃費 (km/㍑) 4.5 3.7 3.9

ガソリン

軽油

ＢＤＦ

④車両燃料使用量の削減 

ガソリン使用量は、27 年度よりも 4,552ℓ（2.6％）増加しました。その要因

としては、支所再編に伴って移動が広範囲になったことなどが考えられます。

軽油使用量は、ごみ収集車のうち１台が委託になり台数が減少したことや、古

いごみ収集車を 2 台更新したことなどもあり、全体として減少しました。バイ

オディーゼル燃料の使用量は、市営バスにおいてバイオディーゼル燃料を使用

できる車両を年度途中から 1 台増台したことで増加しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤グリーン購入の推進 

グリーン購入とは、物品を購入する際や印刷等のサービスを発注する際に、

環境に配慮した物品又はサービスを優先的に調達する取り組みです。佐賀市で

は、森林保全や地球温暖化防止に貢献するコピー用紙「木になる紙」を全部署

で購入するなど、積極的にグリーン購入に取り組んでいます。平成 28 年度に

おけるグリーン購入の実施率は 99.81％と前年度より 0.21％上昇しました。 

 

H26 H27 H28

年間調達総量 17,740,149 17,075,307 16,387,921

内グリーン購入
適合品目調達数 17,668,351 17,017,302 16,354,525

グリーン購入
達成率（％） 99.60% 99.66% 99.80%

年間調達総量 888,145 440,226 3,263,308

内グリーン購入
適合品目調達数 870,237 428,002 3,259,625

グリーン購入
達成率（％） 97.98% 97.22% 99.89%

年間調達総量 18,628,294 17,515,533 19,651,229

内グリーン購入
適合品目調達数 18,538,588 17,445,304 19,614,150

グリーン購入
達成率（％） 99.52% 99.60% 99.81%

用紙類、事務用品類

その他の区分
（印刷物、衛生用品、事
務機器等、オフィス家具
等、被服等、その他繊維
製品、自動車、設備、消
火器、災害・備蓄用品）

計

区分
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整備されていない

産業廃棄物の収集運搬

された記載事項

水曜日を「エコアクションデー

としています。特に、

通勤の際にはなるべく

けています。 

実施率は、45.3

月 31 日）、ウォームビズ

による本庁舎周辺

報告書 

M a n a g e m e n t

法的要求事項を

があった部署には改善

文書で通知

内容

業務用空調機器

されていない

されていない。 

収集運搬、処分

記載事項が記載されていない

エコアクションデー

、自動車の

にはなるべく徒歩

45.3％でした

ウォームビズ

本庁舎周辺の清掃活動

M a n a g e m e n t  S y s t e m

を特定し、2 法令

改善の指導

通知を行いました

内容 

業務用空調機器・業務用冷凍冷蔵機器

。また、機器

処分の委託契約書

されていない。

エコアクションデー」とし、職員

の使用を自粛

徒歩や自転車

た。 

ウォームビズ（12 月 1 日

清掃活動 

 

S y s t e m  

法令で不備

指導を行うとともに

いました。今後も

業務用冷凍冷蔵機器

機器・点検整備記録簿

委託契約書について

。 

職員が特に

自粛する“ノーカー

自転車、公共交通機

 

日～3 月 31
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不備があ

うとともに、

も制度

業務用冷凍冷蔵機器）の

点検整備記録簿

について、法令で

に環境

する“ノーカー

公共交通機

31 日） 
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３．終わりに 
 

 

 平成 14 年 3 月に ISO14001 の認証を取得して以降、本庁舎の省エネ改修や水

道局庁舎の ESCO 事業など施設面での省エネの取り組みを推進するとともに、職

員の環境配慮意識も定着しつつあり、一定の成果を得てきました。 

 佐賀市では ISO14001 の運用で習得したノウハウを活用し、平成 22 年度から

独自のシステムを構築して運用しています。 

 このシステムでは、「佐賀市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に則り、

市役所自身の事務事業の実施による温室効果ガス排出量の把握と削減に取り組

んでいくほか、「第 2 次佐賀市環境基本計画」や「佐賀市地球温暖化防止地域推

進計画」の推進のため、市全体の環境施策の推進や温暖化対策など、環境都市

宣言に沿ったまちづくりを進めていくことを重視しています。 

温暖化を始めとする近年の環境問題への対策として、環境マネジメントシス

テムの役割はますます重要なものとなっています。 

今後も、佐賀市環境マネジメントシステムを適切に運用して環境負荷の低減

を目指し、全庁的な環境配慮行動の推進に努めます。 

 



平成29年度
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
取り組み内容及び成果

（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）
進捗状況、今後の見込み等

（Action)
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
バイオマス産
業都市の構築

環境教育
の推進

　市民や事業所の方が取り組むことができる“環
境にやさしい行動”をまとめた佐賀市環境行動指
針を普及啓発に活用することにより、地球温暖化
防止へ向けた具体的な行動につなげます。また、
市民・事業者の環境配慮行動への取り組み意欲
の維持・向上を図るために、効果的な施策を検討
していきます。

環境部 環境政策課

・自分で工夫してできる身近な省エネル
ギーや温暖化防止に効果がある方法につ
いて、広く市民・事業所等からアイディアと
実践例を募る「省エネコンテスト」を実施す
る。
・市民・事業者が身近に取り組める環境配
慮行動指針を改訂し、イベント等での啓発
を行う。また、子ども向けの啓発冊子を作成
し、配布する。

・平成28年度省エネコンテストを実施、表彰
し、市報及びホームページで紹介した。
個人部門：優秀賞１点、努力賞２点、奨励賞
２点団体部門：奨励賞２点
・環境行動指針を改定して市内全市立中学
校生徒に配布、小学生版環境行動指針を
作成して市内全市立小学校児童に配布し
た。

・平成29年度からは省エネコンテストを廃止
し、国が推進する地球温暖化対策の国民運
動の普及啓発に注力し、市民・事業者への
環境配慮行動の普及啓発を行う。

市民からの要請に応じて、出前講
座を行い、環境にやさしい行動を
分かりやすくまとめた「佐賀市環境
行動指針」を活用して、環境保全
活動の啓発を図る。

　ISO14001やエコアクション21（EA21）などの事業
所向けの環境マネジメントシステム等の導入を支
援します。

環境部 環境政策課

・市内事業所のエコアクション２１の認証取
得を促進するため新規認証取得費用の一
部を助成する。
・環境マネジメントシステムの普及を図るた
め事業所を対象とした「環境経営セミナー」
を実施する。

・佐賀市商工メールマガジンへの掲載や市
ホームページでの広報を実施したが、エコ
アクション21認証取得助成金の申請がな
かった。
・7月26日に県と共同で「環境経営・省エネ
セミナー」を実施した。

・エコアクション21認証取得のための助成制
度を継続して行う。
・平成29年度も、県と共同し「環境経営・省
エネセミナー」を実施する。

・市内事業所のエコアクション２１
の認証取得を促進するため、新規
認証取得費用の一部を助成する。
･環境マネジメントシステムの普及
を図るため、事業所を対象とした
「環境経営セミナー」を実施する。

農林水産部 農業振興課
・市産農産物の流通数（うまさがシール発
行枚数）を年間200万枚に増やす。

・旬の食材を使った料理番組を制作し放送
したり、大型商業施設で地産地消フェアを
開催するなど、多方面から地産地消の広報
に努め、周知を図った。
年間　110.4万枚発行

・今後も継続して、うまさがシールの発行枚
数を増加させるため、多方面から地産地消
の広報に努め、周知を図る。

・市産農産物の流通数（うまさが
シール発行枚数）を年間200万個
に増やす。

農林水産部 森林整備課
・市産材利用推進庁内連絡会議等で地元
産材の活用を働きかける。

・平成29年2月に市産材利用庁内連絡会議
を開催し、市産材の活用を働きかけた。

・今後も市産材活用を推進する。 ・市産材利用推進庁内連絡会議
等で市産材の活用を働きかける。

(ⅰ)職員一人ひとりの地
球温暖化対策の推進

　地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定
し、市役所自身の事務・事業に伴って発生する温
室効果ガスの排出削減に努めます。

環境部 環境政策課
・平成２８年度に地球温暖化対策実行計画
（事務事業編）を策定する。

・平成28年7月に第2次佐賀市地球温暖化
対策実行計画（事務事業編）を策定し、計
画に基づいた温室効果ガスの排出削減に
取り組んだ。

・毎年度、本計画の進捗管理を行い、環境
報告書等で公表を行う。

・平成２８年度に策定した地球温暖
化対策実行計画（事務事業編）に
基づき温室効果ガスの排出削減
に努める。

(ⅱ)公共交通機関の環
境負荷低減

　市営バスにおいて、一部車両の燃料を軽油から
バイオディーゼル燃料に切り替えたり、アイドリン
グストップバスを計画的・継続的に導入するなどの
対策を進め、また、デジタルタコグラフ等を活用し
たエコドライブにも取り組むことで、環境負荷を軽
減します。

交通局 交通局

・毎年度アイドリングストップバスを３台導入
する。
・バイオディーゼル燃料を使用したバスを
継続して運行する。

・アイドリングストップバスを３台導入した。（５
０台）
・バイオディーゼル燃料を使用したバスを新
たに１台導入し、継続運行している。（５台）

・アイドリングストップバス導入は目標達成し
た。
・今後も、バイオディーゼル燃料を使用した
バスを継続運行する。

・毎年度アイドリングストップバスを
３台導入する。
・バイオディーゼル燃料を使用した
バスの継続運行。

○

(ⅲ)物品調達におけるグ
リーン購入の推進

　市役所の物品調達に際し、単価契約を締結す
る物品について、環境にやさしい物品の基準とし
て市が定める「グリーン購入基準」を満たす商品を
優先的に採用します。

総務部 契約監理課
・単価契約物品（文具消耗品）中、グリーン
購入基準を満たす商品を優先的に採用す
る。

・グリーン購入基準を満たす商品を優先的
に単価契約物品（文具消耗品）に採用し
た。

・引き続き、単価契約物品について、グリー
ン購入基準を満たす商品を優先的に採用
する。

・単価契約物品（文具消耗品）中、
グリーン購入基準を満たす商品を
優先的に採用する。

企画調整部 企画政策課

・毎週水曜日に実施するノーマイカーデー
や学生デー、ワンコイン・シルバーパスを周
知し、認知度向上を図る。
・28年度中に導入予定の交通系ICカード
の利用促進を図る。

・市内向け広報誌や市営バスブログ等を活
用してＰＲをした。
・ＩＣカード「ニモカ」を平成29年2月16日導
入した。

・引き続き、ワンコイン・シルバーパス等の認
知度向上を図る。
・ＩＣカード利用について、更なるＰＲを行う。

・ワンコイン・シルバーパスや交通
系ＩＣカードを周知し、バスの利用
促進を図る。

交通局 交通局
・毎週水曜日のノーマイカーデー割引を継
続して実施する。

・毎週水曜日のノーマイカーデーを継続実
施した。

・ニモカの導入に伴い毎週水曜日のノーマ
イカーデー割引をニモカポイント１０倍デー
に変更を行うことで公共交通機関利用への
転換を推進する。

・毎週水曜日のニモカポイント１０
倍デーを実施する。
・ワンコイン・シルバーパスの継
続。

建設部 道路整備課
・佐賀市自転車利用環境整備実施計画の
見直しを行う。

・佐賀市自転車利用環境整備計画を策定し
た。

・今後は、佐賀市自転車利用環境整備計画
に沿った整備を行う。

・佐賀市自転車利用環境整備計
画に沿った整備を行う。

建設部 道路管理課 ・駐輪施設の整備を行う。
・佐賀駅西自転車駐車場の二段式サイクル
ラック463台について、扱いやすい油圧式に
取り替えを行い、利便性の向上を図った。

・今後4年間で佐賀駅西自転車駐車場の二
段式サイクルラックを全て入れ替える予定で
ある。

・駐輪施設の整備を行う。

　走行時の環境負荷が小さい低公害車の導入や
環境にやさしい運転を心掛けるエコドライブの普
及を推進します。

環境部 環境政策課
・職員出前講座「エコライフのはじめかた」
において、今日からでも始められる取り組
みとしてエコドライブを紹介し普及を図る。

・職員出前講座「エコライフのはじめ方」を２
回実施し、啓発を図った。また、11月の環境
フェスティバルにおいても、エコドライブの啓
発を行った。

・職員出前講座の要請に応じ、「エコドライ
ブ」に関して説明し普及を図る。

・職員出前講座「エコライフのはじ
めかた」において、今日からでも始
められる取り組みとしてエコドライ
ブを紹介し普及を図る。

　生活道路や幹線道路の改良・整備、カーブミ
ラーや防護柵などの交通安全施設の充実化等に
よる快適で安全な道路環境の整備を行います。ま
た、主要渋滞箇所の解消を図るため、都市環境
の変化が著しい路線や危険度の高い路線から順
次整備を行います。

建設部 道路整備課
・道路の改良・整備、交通安全施設の充実
化等を行う。

・道路の拡幅や新設、カーブミラーや防護
柵などの交通安全施設の整備を行った。

・今後も、危険度の高い路線等を優先して
整備を行う。

・道路の改良・整備、交通安全施
設の充実化等を行う。

基本目標横断プロジェクト

環境基本計画に掲げる施策における取り組み

②自転車利用の促進

　本市は、特に南部において、平たんでまとまりあ
る市街地という地理的特性から、自転車を利用し
やすい環境にあります。今後、佐賀市自転車利用
環境整備実施計画の見直しを行い、「自転車のま
ちにふさわしい佐賀市」をめざして、駐輪施設の
整備や自転車利用空間の整備など、より快適で
安全に通行できるような環境整備を行います。

平成28年度実績
担当課

めざす姿
（成果目標）

施策の方
向

環境項目

③自動車利用時の環境負
荷低減

④快適で安全な交通環境
の整備

市民や事業者、
市民活動団体
は、環境・エネル
ギー問題を意識
し、温室効果ガス
の排出削減に取
り組んでいる。

1-1
地球温暖化
防止対策の
推進

(1)市民・事
業者の地球
温暖化防止
行動の推進

②環境マネジメントシステム
等の普及促進

③地産地消の推進

　本市で作られた農産物に「うまさがマーク」を付
けて消費を促す「ファームマイレージ運動」、学校
給食への地元産品の利用、公共工事での地元産
材の活用等を積極的に展開し、地産地消の取り
組みを支援します。

④市役所自身の地球温暖
化防止率先行動の推進

(2)低炭素
型の交通環
境整備

①公共交通機関の利用促
進

基本目標
（4つの柱）

取り組み施策

①市民・事業者の環境配慮
行動の啓発

担当部内　容

基本目標１
地球温暖化
を防止するま
ち

市営バスの運行に際し、毎週水曜日のノーマイ
カーデー割引の実施、集客力の大きい施設の新
設・移転等に伴う社会のニーズの変化に合わせた
ダイヤ設定、ワンコイン・シルバーパス等による利
用しやすい環境づくりを進めることで、利便性の
向上を図り、自家用車利用から公共交通機関利
用への転換を推進します。
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平成29年度
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
取り組み内容及び成果

（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）
進捗状況、今後の見込み等

（Action)
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
バイオマス産
業都市の構築

環境教育
の推進

基本目標横断プロジェクト

環境基本計画に掲げる施策における取り組み

平成28年度実績
担当課

めざす姿
（成果目標）

施策の方
向

環境項目
基本目標
（4つの柱）

取り組み施策 担当部内　容

環境部 循環型社会推進課

環境部
バイオマス産業都
市推進課

上下水道局
下水プロジェクト推
進部 下水エネル
ギー推進室

・ごみ焼却時に排出されるガスや下水処理
時に発生するガスに含まれる二酸化炭素
を分離・回収し、藻類の培養や農作物の栽
培等に活用する取り組みを推進する。

・国土交通省の下水道革新的技術実証事
業（B-DASHﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）に応募し、平成27年
4月20日採択され、国総研の委託研究によ
り実証研究を行っている。

・今後も継続して、実証実験を進めていく。

・ごみ焼却時に排出されるガスや
下水処理時に発生するガスに含ま
れる二酸化炭素を分離・回収し、
藻類の培養や農作物の栽培等に
活用する取り組みを推進する。

○

　自然エネルギーやバイオマスなど、地域に眠る
未利用の再生可能エネルギーの活用を進めるた
めに、国・県等との連携や市民・事業者への情報
提供など、効果的な対策について検討します。

環境部 環境政策課
・三瀬村洞鳴の滝において、再生可能エネ
ルギーの活用モデルとして小水力発電設
備の整備を進める。

・水利使用に係る河川法の許可を受けた。
・三瀬村洞鳴の滝における小水力発電設備
を整備する。

・三瀬村洞鳴の滝において、再生
可能エネルギーの活用モデルとし
て小水力発電設備の整備を進め
る。（H29年度　工事、竣工予定）

環境部 循環型社会推進課

・灰溶融炉の休止に伴って生じた余剰電力
を市内の公共施設に供給することで、更な
る電力の地産地消を進めると共に、ポス
ター・ステッカー等による電力の地産地消
の広報活動を行う。

・28年度は新たに26の公共施設で電力の地
産地消を進めた。（49施設→75施設）
・ポスター・ステッカーを貼っていただき、広
報活動を進めた。

・今後も市有施設に電力の地産地消を推進
していく。
・ポスター・ステッカー等を通して広報活動
を行っていく。

・今後も市有施設への電力の地産
地消及びその広報を行う。
（H29年度は新たに35施設で電力
の地産地消を進める・）

○

農林水産部 森林整備課 ・木質バイオマスの利用について検討する。

・平成29年2月27日、28日に佐賀東部地域
林業後継者対策協議会で木質バイオマス
の視察（熊本県バイオマス発電所）を行い、
林地残材等の活用について研修を行った。
・三瀬支所にペレットストーブを２台設置し、
木質バイオマスの活用を図った。

・今後も木質バイオマス活用を検討する。
・熱エネルギーの利用について検
討する。

環境部 循環型社会推進課

環境部
バイオマス産業都
市推進課

上下水道局
下水プロジェクト推
進部 下水エネル
ギー推進室

・下水浄化センター発電自給量について、
平成36年度を目標年度とし、9,198千ｋWｈ/
年まで増加させる。

・上記B-DASHﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに伴う発電量増産
であり、その実証実験を進める。

・今後も引き続き、実証実験を進めていく。

・下水浄化センター発電自給量に
ついて、平成36年度を目標年度と
し、9,198千ｋWｈ/年まで増加させ
る。

○

　回収した廃食用油の新たな利用方法として、新
型車両への利用に向け、民間業者とのタイアップ
による燃料の高品質化や、発電機など車両以外
への使用について調査研究を行います。

環境部 循環型社会推進課

・先進事例では、１００％バイオディーゼル
燃料を蒸留装置等で不純物を完全に取り
除くことで高品質化し、新型車両へ使用
し、特に問題も生じていないことから、この
事例を参考に、事業化の可能性を含め、
今後の方向性を検討していく。

・１００％バイオディーゼル燃料を高品質化
する技術は、複数の先進事例があることか
ら、高品質化技術の比較検討を行ったうえ
で、今後の事業化の可能性と事業化の方法
等について調査・研究を行っている。

・今後の事業化の可能性と事業化の方法等
について検討していく。

・１００％バイオディーゼル燃料を
高品質化する技術は、複数の先
進事例があることから、高品質化
技術の比較検討を行ったうえで、
今後の事業化の可能性と事業化
の方法等について検討していく。

○

②市役所自身の再生可能
エネルギーの活用

　回収した廃食用油から精製したバイオディーゼ
ル燃料の活用等を今後も継続して実施するととも
に、木質バイオマスの有効活用についても検討し
ます。
　また、再生可能エネルギーを活用した発電設備
を導入した施設においては、今後も適切な維持管
理を行うとともに、より効率的な運用についても検
討します。

①再生可能エネルギーの
普及推進

・１００％バイオディーゼル燃料を精製して、
市営バス５台とごみ収集車等１３台の計１８
台に使用した。

・28年度は、視察73件（1,012人）、出前講座
10件（1,140人）に対応のほか、市内イベント
などで広報活動を行った。
・平成28年8月より、二酸化炭素分離回収装
置が稼動し、藻類培養企業に供給を開始し
た。
・稼働以降、多くの視察や出前講座の申し
込みをいただいた。

・清掃工場内の再生プラントでバイ
オディーゼル燃料を精製し、軽油
を混入しない１００％バイオディー
ゼル燃料として、市営バスやごみ
収集車等に使用する。
使用台数目標：１５台（市営バス５
台、ごみ収集車等１０台）

・引き続き、バイオディーゼル燃料を市営バ
ス、ごみ収集車等に使用する。

・清掃工場内の再生プラントでバイオ
ディーゼル燃料を精製し、軽油を混入しな
い１００％バイオディーゼル燃料として、市
営バスやごみ収集車等に使用する。
使用台数目標：１７台

ごみ焼却時に排出されるガスや下水処理時に発
生するガスに含まれる二酸化炭素を分離・回収
し、藻類の培養や農作物の栽培等に活用する取
り組みを推進します。

(3)低炭素・
先進技術の
導入

①二酸化炭素の分離・回収
技術の導入

・分離回収装置の仕組みや回収
CO2の性状等について市民や事
業者に説明し、利活用を推進す
る。

③廃食用油の新たな利用
方法等の検討

1-2
再生可能エ
ネルギーの
普及促進

(1)地域へ
の再生可能
エネルギー
の普及推進

・分離回収装置の仕組みや回収CO2の性
状等について市民や事業者に説明し、利
活用を推進する。（循環型社会推進課と共
同で実施する。)

・引き続き、藻類培養、利活用について研
究する。
・適宜対応し市民や事業者への周知を図っ
ていく。

○

○
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平成29年度
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
取り組み内容及び成果

（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）
進捗状況、今後の見込み等

（Action)
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
バイオマス産
業都市の構築

環境教育
の推進

基本目標横断プロジェクト

環境基本計画に掲げる施策における取り組み

平成28年度実績
担当課

めざす姿
（成果目標）

施策の方
向

環境項目
基本目標
（4つの柱）

取り組み施策 担当部内　容

環境部 循環型社会推進課

保健福祉部 健康づくり課

ごみとして出された家具等のうちまだ使えるものを
無償で市民に提供するリユース品無償譲渡会の
開催や、家庭に眠る不用品を持ち寄って販売す
るエコマーケットの開催等を通して、ごみとして処
分される物の減量に取り組みます。
また、リユースの優等生であるリターナブルビン
（繰り返し使えるビン）の循環システムについても
研究・検討を行います。

環境部 循環型社会推進課

・エコプラザの再生ゾーンにおいて、リユー
ス品やリペア品の販売を行うとともに、３Ｒに
関する講座やイベント（エコマーケット）を開
催する。
　講座開催数目標：58回
　エコマーケット開催数目標：12回

 ・エコプラザの再生ゾーンにおいて、リユー
ス品やリペア品の販売を行うとともに、３Ｒに
関する講座やイベント（エコマーケット等）を
開催した。
　講座開催数：６３回
　エコマーケット開催数：１１回
　その他イベント開催数：２回

・引き続き、エコプラザの再生ゾーンにおい
て、リユース品やリペア品の販売を行うととも
に、３Ｒに関する講座やイベント（エコマー
ケット）を開催する。

・エコプラザの再生ゾーンにおい
て、リユース品やリペア品の販売を
行うとともに、３Ｒに関する講座やイ
ベント（エコマーケット）を開催す
る。
　講座開催数目標：９０回
　エコマーケット開催数目標：１１回

○

　地域による資源物回収運動の支援や紙ごみの
ごみ出しルールの工夫、様々な機会を利用しての
分別徹底の周知などによりリサイクルを推進しま
す。また、家庭や地域ぐるみでの生ごみ堆肥化の
普及を促進します。

環境部 循環型社会推進課

・資源物回収を行う地域団体等に奨励金を
交付する。　交付団体目標：220団体
・生ごみの堆肥化等の減量方法について、
体験型講座や相談・サポートを実施する。
　　講座開催回数目標：64回
・家庭用生ごみ処理容器の購入費補助を
行う。
　　補助件数目標：120個

・資源物回収を行う地域団体等に奨励金を
交付した。　　交付団体：２２２団体
・生ごみと紙ごみのリサイクルの推進のた
め、市報１０月１日号で特集記事を掲載し、
周知に努めた。
・生ごみの堆肥化等の減量方法について、
体験型講座や相談・サポートを実施した。
　講座開催回数：７９回
　サポート実施回数：３８０回
・家庭用生ごみ処理容器の購入費補助を
行った。　　補助件数：１１３個

・引き続き、資源物回収を行う地域団体等
に奨励金を交付する。
・引き続き、生ごみの堆肥化等の減量方法
について、体験型講座や相談・サポートを
実施する。
・引き続き、家庭用生ごみ処理容器の購入
費補助を行う。

・資源物回収を行う地域団体等に
奨励金を交付する。（交付団体目
標２００団体）
・生ごみの堆肥化等の減量方法に
ついて、体験型講座や相談・サ
ポートを実施する。（講座開催回数
目標６４回）
・家庭用生ごみ処理容器の購入費
補助を行う。（補助件数目標１２０
個）

○

飲食店での食べ残しを減らすため、3010運動（宴
会の最初の30分と終わりの10分は席で食事をす
るよう呼びかける）などを推進します。
また、事業系一般廃棄物を多く排出する事業者
に対し、廃棄物減量等推進責任者の選任と事業
系一般廃棄物の減量に関する計画書の提出を義
務付け、事業所内でのごみの減量化・リサイクル
を計画的に進めることを求めていきます。

環境部 循環型社会推進課

・環境保健推進協議会ごみ対策部会の活
動方針に、「３０１０運動の実践」を掲げ普
及に努める。
・１２月と３月の宴会シーズンを３０１０運動
推進強化月間として周知広報に努める。
・多量排出事業者に対し、廃棄物減量等
推進責任者の選任と事業系一般廃棄物減
量計画書を提出させる。

・環境保健推進協議会ごみ対策部会の活
動方針に、「３０１０運動の実践」を掲げ普及
に努めた。
・食品ロスゼロ推進店について、9月30日に
改正を行い飲食店等だけでなく、小売業、
卸売業、製造メーカーなどの事業所も対象
とした。
・３０１０運動及び食品ロスゼロ推進店につ
いて、月間情報誌「MOTEMOTEさが」に特
集記事を掲載した。
・全庁メールで、市職員に３０１０運動の実践
と食品ロスゼロ推進店の利用を呼びかけ
た。
・全国おいしい食べきり運動ネットワークへ
参加し、随時、情報収集を行っている。
・多量排出事業者（６９社）に対し、廃棄物減
量等推進責任者の選任と事業系一般廃棄
物減量計画書を提出させた。

・食品ロスゼロ推進店の登録店舗数を増や
し事業系食費ロス削減に努める。
・３０１０運動の周知広報に努める。
・多量排出事業者に対し、廃棄物減量等推
進責任者の選任と事業系一般廃棄物減量
計画書を提出させる。

・食品ロスゼロ推進店の登録店舗
数を増やし事業系食費ロス削減に
努める。
・１２月と３月の宴会シーズンを３０
１０運動推進強化月間として周知
広報に努める。
・多量排出事業者に対し、廃棄物
減量等推進責任者の選任と事業
系一般廃棄物減量計画書を提出
させる。

○

　資源となる紙ごみについては清掃工場での焼却
を行わないこととし、燃えるごみとの分別を徹底し
ていくほか、市内での食品リサイクルの促進に向
けた情報提供等の実施を検討します。

環境部 循環型社会推進課

・資源となる紙ごみの分別（特に難古紙）に
ついて周知広報に努める。
・市内での食品リサイクル業創業に向け、
事業者を公募し、実証実験を行う。

・紙ごみの分別については、市報１０月１日
号で広報し、生ごみ堆肥化等の講座におい
ても周知に努めた。
・市内での食品リサイクル業創業に向け、事
業者を公募により選定し、堆肥製造の実証
実験と成分分析等を行った。

・引き続き、資源となる紙ごみの分別につい
て周知広報に努める。
・市内での食品リサイクル業創業に向け、支
援を行う。

・資源となる紙ごみの分別（特に難
古紙）について周知広報に努め
る。
・市内での食品リサイクル業創業
に向け、公募により選定された事
業者に対し、実証実験や出口戦
略等の支援を行う。

○ ○

　家庭ごみの収集や排出抑制などの情報ツール
として、『ごみカレンダー・分別表』等を作成・配布
し、ごみの分別の必要性や方法等を分かりやすく
周知するとともに、広報誌やホームページ等を利
用し、ごみの発生抑制、再使用、再生利用などの
情報を定期的に提供します。

環境部 循環型社会推進課

・ごみカレンダーを作成・配布する。
・ごみ分別表の英語版、中国語版、韓国語
版について、在住外国人の方等の意見を
聞き、見直しを含めた検討を行う。
・市報やホームページ等を活用し、３Ｒに関
する情報を定期的に提供する。

・「ごみカレンダー・分別表」を作成し、全戸
配布を行った。
・「ごみカレンダー・分別表」の点字版を作成
し、視覚障害者へ配布した。
・市報は毎月、ホームページは随時更新し
て、３Ｒに関する情報を提供した。
・市内の高校を対象に、日常生活で気軽に
できるごみ減量について、任意の２週間取り
組む「高校生エコチャレンジ」を実施した。
　参加校：６校（私立５校、県立１校）

・29年度も「ごみカレンダー・分別表」作成、
全戸配布を行う。
・「ごみカレンダー・分別表」の点字版の作
成、配布をする。
・ごみ分別表の英語版、中国語版、韓国語
版を検討し作成する。
・市報やホームページ等により、３Ｒに関して
定期的に情報提供する。
・市内の高校を対象に、日常生活で気軽に
できるごみ減量について、「高校生エコチャ
レンジ」を実施する。

・ごみカレンダーを作成・配布す
る。
・ごみ分別表の英語版、中国語
版、韓国語版について、見直しを
含めた検討を行い、作成する。
・市報やホームページ等を活用
し、３Ｒに関する情報を定期的に提
供する。
・市内の高校を対象に、日常生活
で気軽にできるごみ減量につい
て、任意の２週間取り組む

○
①ごみの排出等に関する市
民の意識啓発

(3)ごみの減
量の啓発推
進

基本目標２
資源を活かす
循環のまち

市民や事業者
は、リデュースや
廃棄物の適切な
分別等に取り組
み、廃棄物の発
生を抑制してい
る。

2-1
3Rの推進啓
発

(1)家庭系ご
みのリ
デュースとリ
ユース・リサ
イクル

①家庭系ごみのリデュース
の推進

　市内の店舗等によるレジ袋の利用抑制活動を
支援する買物袋（マイバッグ）持参運動やごみを
出す際の指定袋の有料化、エコ料理の普及啓発
等により、ごみを出さない生活を送る市民意識の
醸成に努めます。
　また、ペットボトルやビン、缶といった飲料用容
器包装の発生抑制のため、イベント等において、
マイボトル持参の普及啓発を行います。

②家庭系ごみのリユースの
推進

③家庭系ごみのリサイクル
の推進

(2)事業系ご
みのリ
デュースとリ
ユース・リサ
イクル

①事業系ごみのリデュース・
リユースの推進

・ペットボトル等の飲料容器が増加する夏
季期間中に、マイボトルキャンペーンとし
て、マイボトル作成の体験型講座を実施す
る。（８月頃）
・マイバック持参・ノーレジ袋実施率調査を
実施する。（２月頃）
・エコ料理教室を開催する。（年２回実施予
定）

・マイボトル作成の体験型講座を実施した。
　参加者数：７３名
・市内のスーパー１店舗において、マイバッ
クキャンペーンを実施し、マイバック持参を
呼びかけた。
・市内のスーパー１１店舗において、マイ
バック持参・ノーレジ袋実施率調査を実施し
た。
　平均実施率：２５．１％
・エコ料理教室を開催した。　開催回数：２
回

・家庭でできる食品ロス削減の取り組みを実
践する「家庭版３０１０運動」を推進する。
・マイバック持参・ノーレジ袋実施率調査を
実施する。

②事業系ごみのリサイクル
の推進

・毎月３０日と１０日は、家庭ででき
る食品ロス削減の取り組みを実践
する「家庭版３０１０運動」を推進す
る。
・マイバック持参・ノーレジ袋実施
率調査を実施する。（２月頃）

○
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平成29年度
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
取り組み内容及び成果

（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）
進捗状況、今後の見込み等

（Action)
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
バイオマス産
業都市の構築

環境教育
の推進

基本目標横断プロジェクト

環境基本計画に掲げる施策における取り組み

平成28年度実績
担当課

めざす姿
（成果目標）

施策の方
向

環境項目
基本目標
（4つの柱）

取り組み施策 担当部内　容

　事業系ごみ分別の手引きの作成・配布、研修会
の開催、分別が適正でない事業所への個別訪問
指導の実施等により、事業者に対してごみの減量
化方法や適正な分別等の啓発を行います。
また、ごみの減量・資源化に積極的に取り組む事
業者を佐賀市3R推進パートナーとして登録し、市
報、ホームページなどで広報します。

環境部 循環型社会推進課

・多量排出事業者を訪問し、実態把握とご
み減量に向けた提案を行う。
　事業所訪問数目標：１５事業所
・ごみの減量・資源化に積極的に取り組む
事業者を3R推進パートナーとして登録し、
市報、ホームページなどで広報する。

・市内の事業所を対象として、生ごみや使
用済み紙おむつのリサイクルをテーマとした
「ごみ減量セミナー」を開催した。　開催回
数：２回
・多量排出事業者を訪問し、分別の状況把
握や３Ｒの推進に向けた提案を行った。
　事業所訪問数：２３事業所
・実態把握として、プラットホームでの搬入
検査を行った。違反ごみの搬入事業者を訪
問して分別指導を行った。
・ごみの減量・資源化に積極的に取り組む
事業者を3R推進パートナーとして登録し、
ホームページで広報した。

・事業者向けの「ごみ減量セミナー」を開催
する。
・多量排出事業者を訪問し、実態把握とご
み減量に向けた提案を行う。
・引き続き、ごみの減量・資源化に積極的に
取り組む事業者を3R推進パートナーとして
登録し、市報、ホームページなどで広報す
る。

・多量排出事業者を始めとし、事
業所向けの「ごみ減量セミナー」を
開催する。
・多量排出事業者を訪問し、実態
把握とごみ減量に向けた提案を行
う。
　事業所訪問数目標：１５事業所
・ごみの減量・資源化に積極的に
取り組む事業者を3R推進パート
ナーとして登録し、市報、ホーム
ページなどで広報する。

○

　清掃工場内でのごみ処理の様子の見学やエコ
プラザでの講座・イベントの開催等、市民がごみ
問題について学び、考える機会を提供します。

環境部 循環型社会推進課

・環境学習拠点であるエコプラザで３Ｒの推
進、地球温暖化の防止、自然環境、環境
保全に関する事業など、環境全般に関す
るイベントや講座等を開催する。
　開催数目標：１６イベント

・市内外の小学生を始め、高校、大学、地
域団体、企業・行政視察等の施設見学を受
け入れた。　見学者数：６，６２７名
・環境学習拠点であるエコプラザで３Ｒの推
進、地球温暖化の防止、自然環境、環境保
全に関する事業など、環境全般に関するイ
ベントや講座等を開催した。
　夏季：参加者数５５１名（９イベント）
　冬季：参加者数２２９名（８イベント）
・環境ビジネスの創出・販路開拓・異業種と
の連携等を目的とした環境ビジネスマッチン
グイベントを実施した。　参加者数：６５名

・夏季期間中に、エコプラザにおいて、様々
な環境問題をテーマとした環境啓発イベン
トを実施する。
・エコプラザにおいて、環境ビジネスマッチ
ングイベントを実施する。

・夏季期間中に、エコプラザにお
いて、様々な環境問題をテーマと
した環境啓発イベントを実施する。
開催数目標：８イベント
・エコプラザにおいて、環境ビジネ
スマッチングイベントを実施する

○

②ごみの排出等に関する事
業者の意識啓発

③ごみ減量に関する学習の
場の整備
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平成29年度
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
取り組み内容及び成果

（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）
進捗状況、今後の見込み等

（Action)
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
バイオマス産
業都市の構築

環境教育
の推進

基本目標横断プロジェクト

環境基本計画に掲げる施策における取り組み

平成28年度実績
担当課

めざす姿
（成果目標）

施策の方
向

環境項目
基本目標
（4つの柱）

取り組み施策 担当部内　容

(ⅰ)公共工事建設副産
物のリユース・リサイクル

　「建設副産物処理の方針」に基づき、市が発注
する全ての公共工事の施工に伴う建設副産物の
再使用・再資源化に努めます。

建設部 建築指導課
・年4回、公共工事担当課への制度周知を
行い、分別データ提出を呼びかける。

・公共工事担当課へ4回周知及び呼びかけ
を行った。

・今後も引き続き、工事担当課へ周知・呼び
かけを行い、建築副産物の再使用・再資源
化に努める。

・年4回、公共工事担当課への制
度周知を行い、分別データ提出を
呼びかける。

上下水道局 水循環部 浄水課 ・28年度の浄水汚泥の再利用率47.1％ ・今後も引き続き再利用率向上に努める。

上下水道局
下水プロジェクト推
進部 下水道施設
課

・H28年度下水汚泥　肥料化93％
（発生量10,595.14tのうち肥料化
9,852.382t）

・汚泥発生量は処理水量に比例するため、
肥料化率は地区別の汚水処理人口に左右
される。

総務部 総務法制課

総務部 財政課

総務部 契約監理課

企画調整部 情報課
・タブレット端末を追加導入し、ペーパーレ
ス会議等が利用できる環境を増やす。

・28年度にタブレットを２５台追加導入し、庁
議に出席する幹部職員への配布、庁内各
課に貸し出しを行い、ペーパレス化に寄与
している。（貸出用32台を含め、全142台。）

・タブレット端末の貸出要望は多く、利用者
の創意工夫によってペーパレス化が行なわ
れていると思われるので、引き続きタブレット
端末の貸出を行う。

・引き続き、会議等へのタブレット
端末の利用を推進する。

　清掃工場への違反ごみや処理困難物の搬入防
止のため、清掃工場に搬入されるごみを抜き打ち
で検査し、分別が適正でない場合には、搬入者
への指導や排出事業者への個別訪問等を実施し
ます。

環境部 循環型社会推進課

・清掃工場に搬入される一般廃棄物を抜き
打ちで検査する。収集運搬許可業者等が
搬入する可燃ごみを清掃工場内のプラット
ホームに設置しているごみ投入箱におい
て、ごみの分別状況や違反ごみ及び市外
からのごみの有無を監視する。
・違反を発見した際には、口頭による指導
のほか、適正化指導書を発行し、厳しく対
処する。

・28年度の検査結果は以下のとおり。
　検査：5210回
　口頭注意：120回
　違反：237回
・この他にも排出のマナーの悪い事業者に
対して直接指導を行なった。

・今後も検査を続け、必要に応じて収集運
搬業者及び排出事業者に対して指導を
行っていく。

・清掃工場に搬入される一般廃棄
物を抜き打ちで検査する。収集運
搬許可業者等が搬入する可燃ご
みを清掃工場内のプラットホーム
に設置しているごみ投入箱におい
て、ごみの分別状況や違反ごみ及
び市外からのごみの有無を監視す
る。
・違反を発見した際には、口頭によ
る指導のほか、適正化指導書を発
行し、厳しく対処する。

　ごみの搬入・焼却に伴い発生する悪臭や有害
物質の敷地外への漏洩がないように徹底するな
ど、ごみ処理施設の適正な運転管理に努めま
す。

環境部 循環型社会推進課
・定期的な検査を行い、適正な漏洩防止措
置を講じる。

・定期的な検査を実施した。
・問題となった事項は無かった。

・今後も定期的な検査と漏洩防止措置を行
う。

・定期的な検査を行い、適正な漏
洩防止措置を講じる。

　埋立地周辺の環境に配慮して、老朽化施設の
改修や敷地内の緑化を行うなど、適正な維持管
理に努めるとともに、最終処分場の延命化のため
の措置を検討します。

環境部 循環型社会推進課
・各種設備の更新・改修等により最終処分
場の効率的な維持管理を行う。

・各種設備は適切に更新・改修を実施した。
・問題となった事項は無かった。

・今後も各種設備の更新・改修に努めてい
く。

・各種設備の更新・改修等により最
終処分場の効率的な維持管理を
行う。

　地元自治会等が管理するごみステーションを適
正な状態に保つため、巡回パトロール、分別表示
板の設置、違反ごみ注意ステッカーの貼付等を行
い、悪質な排出者に対しては地元と協力して指導
を行います。また、カラスや小動物によるごみ散乱
を防ぐためネット等の購入補助を実施します。

環境部 環境保全課

巡回パトロール、違反ごみ注意ステッカー
の貼付等を行い、悪質な排出者に対して
は地元と協力して指導を行います。カラス
ネット等の購入補助を実施する。

・巡回パトロールを行い、違反ごみには注意
ステッカーの貼付等による注意のほか、悪
質な排出者には地元と協力して指導を行っ
た。
・カラス等によるごみ散乱防止のため、カラ
スネット等の購入補助を行った。

・今後も同様に進めていく。

・巡回パトロールを行い、違反ごみ
には注意ステッカーの貼付等によ
る注意のほか、悪質な排出者に対
しては地元と協力して指導を行う。
・カラス等によるごみ散乱防止のた
め、カラスネット等の購入補助を行
う。

環境部 循環型社会推進課
・収集運搬委託業者が適正に収集し運搬
できるように確認及び指導を行う。

・委託業者が収集運搬を適正に行っている
かを毎月報告書を提出させ、確認している。
・また、分別・収集について問題等が発生し
た場合、状況を確認し、市民若しくは委託
業者に指導を行っている。

・今後も適正に業務を行われているか確
認、指導する。

収集運搬委託業者が適正に収集
し運搬できるように確認及び指導
を行う。

環境部 環境保全課
・地区ごとに決められた期日に排出される
ごみを適正に収集し運搬する。

・ごみを適正に収集し、運搬した。 ・今後も同様に進めていく。
・地区ごとに決められた期日に排
出されるごみを適正に収集し運搬
する。

①ごみステーションの適正
管理

②ごみの収集運搬
　地区ごとに決められた期日に排出されるごみを
適正に収集し運搬します。

②処理施設の適正な維持
管理

(2)収集体
制の適正化

(ⅱ)浄水処理・下水処理
汚泥の有効活用

③最終処分場の維持管理
と改修整備

　浄水処理又は下水処理の過程で発生する汚泥
について、園芸土としての再使用や肥料化等に
努めます。

(ⅲ)ペーパーレス化の推
進

　文書管理システム及び財務会計システムによる
電子決裁の活用、電子入札システムの活用、会
議資料等へのICT活用などを推進し、市の事務事
業のペーパーレス化に努めます。

2-2
ごみの適正
処理

(1)効率的な
処理施設の
運用

①可燃ごみ搬入時の検査
及び指導

・文書管理システム、財務会計システム、電
子入札システムを継続して運用する。

・文書管理システム、財務会計システム、電
子入札システムの運用を継続した。

・文書管理システム、財務会計シ
ステム、電子入札システムの活用
を継続する。

・文書管理システム、財務会計システム、電
子入札システムの活用を継続する。

・浄水場および下水処理場から発生する汚
泥について、平成36年を目標年度とし、再
利用および肥料化70.2％を目指す。

④市役所自身のごみ減量
行動の推進

・浄水場及び下水処理場から発生
する汚泥について、平成36年を目
標年度とし、再利用および肥料化
70.2％を目指す。
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平成29年度
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
取り組み内容及び成果

（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）
進捗状況、今後の見込み等

（Action)
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
バイオマス産
業都市の構築

環境教育
の推進

基本目標横断プロジェクト

環境基本計画に掲げる施策における取り組み

平成28年度実績
担当課

めざす姿
（成果目標）

施策の方
向

環境項目
基本目標
（4つの柱）

取り組み施策 担当部内　容

環境部 循環型社会推進課

・市民等からの通報を基に資源物持去りが
行われているステーションを中心にパトロー
ルを行う。持去りを行っていた者に対しては
警告書を交付し対応を行う。

・今後も市民からの通報をもとにパトロール
し、持去り者へ対応を行う。

・市民等からの通報を基に資源物
持去りが行われているステーション
を中心にパトロールを行う。持去り
を行っていた者に対しては警告書
を交付し対応する。

環境部 環境保全課

・ごみ集積所に出された再生可能な資源物
を第三者が資源物を市の許可なく持ち去る
ことを防止するため、広報活動やパトロー
ル等を行う。

・今後も循環型社会推進課と連携し、広報
活動やパトロール等を実施していく。

資源物の持ち去りを防止するた
め、広報活動やパトロール等を行
う。

　一部事務組合で処理している諸富町、三瀬地
区については、他地区とはごみの分別区分や処
理方法、処理体制等が異なっているため、市民へ
の効果的な啓発や効率的なごみ収集に向けて、
分別方法や収集体制等の見直しを検討します。

環境部 循環型社会推進課
・諸富町、三瀬地区の分別方法の統一に
向けて、脊振共同塵芥処理組合及び構成
市町と協議を行う。

・諸富町、三瀬地区の分別方法の統一につ
いて、脊振共同塵芥処理組合及び構成市
町との具体的な協議は実施できていない。

・分別方法の統一に向けて、脊振共同塵芥
処理組合及び構成市町と協議する。。

・諸富町、三瀬地区の分別方法の
統一に向けて、脊振共同塵芥処
理組合及び構成市町と協議する。

(3)民間施
設の活用

　草類や剪定枝は、なるべく焼却処理を避けるた
め、民間のごみ処理施設での堆肥化、木質チッ
プ化等によるリサイクルを促します。また、現在は
焼却処理している生ごみや紙おむつのリサイク
ル、焼却灰の溶融処理以外のリサイクルなど、新
たなリサイクル手法の導入に向けた調査研究を行
います。

環境部 循環型社会推進課

・市の公共事業に伴う草類や剪定枝は、な
るべく民間のごみ処理施設での堆肥化、木
質チップ化等によるリサイクルを推進するよ
う、公共事業担当課へ依頼する。
・民間での紙おむつリサイクルの推進に向
け、排出事業者や廃棄物処理業者を対象
とした先進事例の講習会等を実施する。
・佐賀市清掃工場の焼却灰について、民
間のリサイクル業者を活用したセメント化を
実施する。

・公共事業（国、県、市）に伴う草類や剪定
枝は、なるべく民間のごみ処理施設での堆
肥化、木質チップ化等によるリサイクルを推
進するよう、公共事業担当部署へ依頼し
た。
・使用済み紙おむつのリサイクルについて、
先進事例等の情報収集に努めた。
・佐賀市清掃工場の焼却灰について、民間
のリサイクル業者を活用したセメント化を実
施した。

・引き続き、公共事業（国、県、市）に伴う草
類や剪定枝の堆肥化、木質チップ化等によ
るリサイクルを公共事業担当部署へ依頼す
る。
・引き続き、民間での紙おむつリサイクルの
推進に向け情報収集に努め、必要に応じて
情報提供を行う。
・引き続き、佐賀市清掃工場の焼却灰につ
いて、セメント化を実施する。

・公共事業に伴う草類や剪定枝
は、なるべく民間のごみ処理施設
での堆肥化、木質チップ化等によ
るリサイクルを推進するよう、公共
事業担当課へ依頼する。
・民間での紙おむつリサイクルの
推進に向け、先進事例等の情報
収集に努め、必要に応じて排出事
業者や廃棄物処理業者に情報提
供を行う。
・佐賀市清掃工場の焼却灰につい
て、民間のリサイクル業者を活用し
たセメント化を実施する。

○

　ごみ集積所に出された再生可能な資源物は市
が適切にリサイクルしており、第三者が資源物を
市の許可なく持ち去ることを防止するため、広報
活動やパトロール等を行います。

③資源物持ち去り行為防止
対策

④ごみ分別方法の統一化
等の見直し

①民間のごみ処理施設で
のリサイクルの推進

・市民からの情報提供をもとに地区を選別
し、パトロールを実施した。
・本年は例年に比べて通報件数が少ない。
・パトロール実施日及びごみカレンダー地区
は以下のとおり。
　8/16（火）A地区
　8/17（水）C,H地区
　8/25（木）K地区
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平成29年度
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
取り組み内容及び成果

（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）
進捗状況、今後の見込み等

（Action)
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
バイオマス産
業都市の構築

環境教育
の推進

基本目標横断プロジェクト

環境基本計画に掲げる施策における取り組み

平成28年度実績
担当課

めざす姿
（成果目標）

施策の方
向

環境項目
基本目標
（4つの柱）

取り組み施策 担当部内　容

建設部 河川砂防課

建設部 北部建設事務所

建設部 南部建設事務所

農林水産部 農村環境課
・状況に応じて、可能な限り多自然型の護
岸整備を推進する。

・稲刈り後（１０月）に２箇所実施した。 ・今後も可能な限り継続して行う。
・状況に応じて、可能な限り多自然
型の護岸整備を推進する。

建設部 河川砂防課

建設部 北部建設事務所

建設部 南部建設事務所

農林水産部 農村環境課 ・必要に応じて、水路等の機能保全を図る。
・水路等の機能保全に対し、適宜対応し
た。

・浚渫は地域活動支援にシフトし、護岸整
備は部分的な護岸補修にとどめていく。

・必要に応じて、水路等の機能保
全を図る。

建設部 河川砂防課

建設部 北部建設事務所

建設部 南部建設事務所

　地域の農業用水路、農道等について、農業者
だけでなく、住民、団体も参加して行う保全活動を
支援し、農業の生産性の低下を防ぐとともに農村
の自然環境や景観を守ります。

農林水産部 農村環境課
・多面的機能支払事業を活用し、地域の保
全活動を支援する。

・地域の団体が多面的機能支援事業（国庫
補助事業）に取り組んでいる。
　活動団体数：約150団体

保全活動を継続して支援する。 ・地域の保全活動を支援する。

農林水産部 農村環境課

建設部 河川砂防課

建設部 北部建設事務所 ― ― ― ―

建設部 南部建設事務所
・久保田、川副、諸富地区におけるブラジ
ルチドメグサの早期除去を行い、繁殖拡大
を防ぐ。

・業者へ水草除去業務（月2回パトロール及
び除去）の年間委託を発注した。

・今後も同様に対応する予定である。
今後も同様に対応する予定である。

・ブラジルチドメグサの早期除去を
行い、繁殖拡大を防ぐ。

環境部 環境政策課
・特定外来生物（水草）の防除を関係各課
と連携して進める。

・農村環境課、河川砂防課、南部建設事務
所と連携し、防除に努めている。

・引き続き、防除等に係る情報収集に努め、
各課との連携を図る。

・特定外来生物の生態について、
地域及び水路等施設管理者との
情報を共有し、定期的な除草等対
策により拡大防止に努める。

建設部 河川砂防課

建設部 北部建設事務所

建設部 南部建設事務所

　水資源の良好な保持と併せて優良な森林資源
の確保と財産形成を図るため、間伐や枝打ちなど
の森林保育事業を継続して実施します。

農林水産部 森林整備課
・造林事業、重要森林整備事業、荒廃竹林
整備事業等を活用し、森林保育に努める。

・各事業を活用し、森林保育に努めた。 ・今後とも、森林保育を推進する。
・造林事業、重要森林整備事業、
荒廃竹林整備事業等を活用し、森
林保育に努める。

　森林管理者等が自ら森林経営計画等を策定す
ることにより、それに基づく計画的かつ効率的な
森林整備の推進が図れるため、計画の策定に必
要な地域活動等の実施を支援します。

農林水産部 森林整備課
・支援策として、森林経営計画作成者と年４
回程度の会合を開催する。

・森林経営計画作成者と１回会合を行った。
・国の方針変更に伴い、林業経営も変化す
るため、国に準じ行う予定。

・支援策として、森林経営計画作
成者と年４回程度の会合を開催す
る。

農林水産部 森林整備課
・市産材利用推進庁内連絡会議等で地元
産材の活用を働きかける。

・平成29年2月3日に市産材利用庁内連絡
会議を開催し、市産材の活用を働きかけ
た。

・今後も市産材活用を推進する。
・市産材利用推進庁内連絡会議
等で市産材の活用を働きかける。

建設部 建築住宅課
・建築物内外装の木材において地場産木
材採用率を35％以上とする。

・平成２８年度竣工の全３５棟において、地
場産木材採用率の平均は85％以上であり
目標を達成している。

・引き続き採用率３５％以上達成を継続する
ように努める。

・建築物内外装の木材において地
場産木材採用率を35％以上とす
る。

・既存の水辺空間について、適切
な維持管理をする。

・可能な限り、多自然川づくりに取
り組む。

・浚渫や護岸整備を随時行う。

・清掃活動に「必要な用具の貸出
しやごみの回収を行う。

基本目標３
水とみどりが
あふれるまち

地域の自然・生
物多様性を保全
し、自然環境と
人々の営みや歴
史・文化とが調和
した都市づくりが
行われている。

3-1
清らかな水
辺の確保

(1)水辺空
間の整備

　市民が主体となって実施される身近な河川・水
路の浚渫や雑草等の伐採等の清掃活動に対し
て、清掃器具・資材の貸出しやごみの回収などの
支援を行います。

(2)河川等
の機能保全

①河川、水路等の機能の保
全

　地元産材の需要創出による林業の活性化を図
るため、木製護岸工事や公共建築物の新設・改
修工事に際し、地元産材を積極的に採用します。

3-2
豊かなみどり
の確保

(1)森林の
整備と保全

・既存の水辺空間について、適切な維持管
理をする。

・既存の水辺空間について植栽管理やガス
燈修繕を実施した。

・今後も取り組み計画どおり、進めていく。

・可能な限り、多自然川づくりに取り組む。
・地蔵川において、環境配慮型ブロックによ
る護岸築造を行い、魚巣や植生が形成でき
るようにした。

・今後も取り組み計画どおり、進めていく。

・浚渫や護岸整備を随時行う。
・市民清掃で困難な箇所の浚渫、伐採及び
除草を実施した。

・今後も取り組み計画どおり、進めていく。

・清掃活動に必要な用具の貸出しやごみ
の回収を行う。

・清掃活動に必要な用具の貸出しや河川ご
みの回収を行った。

・今後も取り組み計画どおり、進めていく。

・嘉瀬、鍋島地区におけるナガエツルノゲ
イトウの早期除去を行い、繁殖拡大を防
ぐ。

・今後も引き続き、対応する。
・嘉瀬、鍋島地区におけるナガエツルノゲイ
トウの除去を行った。

　市内の河川・水路において、自然豊かで市民が
水と触れ合える親水空間を意識した河川整備を
実施します。

　河川等の整備に際しては、川底に捨石を配置し
たり、間伐材を活用した捨石柵工を採用するな
ど、生物の生息環境の確保や自然環境の多様化
につながるような多自然型の護岸整備を推進しま
す。

　河川、水路等の機能保全を図るため、浚渫（水
底に堆積した土砂をさらう作業）や護岸整備を随
時実施し、同時に美しい水辺環境を整備します。

　水路の貯留量の減少や樋門・樋管操作への障
害をもたらす特定外来生物の水草の繁茂が確認
された場合には、地域住民等と協力して、速やか
に除去することで、水路の機能保全や他地域へ
の拡大防止に努めます。

④市民主体による河川・水
路の清掃

①親水空間の創出

②多自然型護岸の整備

②地域が一体となった農村
環境整備

③特定外来生物（水草）の
除去による水路の機能保全

①市有林・公団分収林の育
成

②森林整備地域活動の支
援

③地元産材の活用促進

・早期除去を行い、繁殖拡大を防
ぐ。
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平成29年度
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
取り組み内容及び成果

（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）
進捗状況、今後の見込み等

（Action)
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
バイオマス産
業都市の構築

環境教育
の推進

基本目標横断プロジェクト

環境基本計画に掲げる施策における取り組み

平成28年度実績
担当課

めざす姿
（成果目標）

施策の方
向

環境項目
基本目標
（4つの柱）

取り組み施策 担当部内　容

農林水産部 森林整備課
・チェンソーアートのイベントを開催し、来客
者に関心を持ってもらえた。

・今後も市民の理解を深めるよう啓発に努め
る。

・外郭団体（佐賀市林業推進協議
会、佐賀市親森交流隊等）と協力
し啓発に努める。

建設部 緑化推進課
・植樹・育樹活動を行っている11団体へ緑
の募金による助成を行った。

・緑の募金事業として支援を行う。。
・外郭団体（佐賀市林業推進協議
会、佐賀市親林交流隊等）と協力
し啓発に努める。

　市役所で使用するコピー用紙等について、間伐
材が使用されており、購入費の一部が森林所有
者に還元される製品を全部署で継続して導入す
るとともに、他の地方公共団体や民間事業者への
導入拡大を図ります。

総務部 契約監理課
・間伐材が使用されたコピー用紙等の購入
を継続して実施する。

・単価契約を締結し、間伐材が使用されたコ
ピー用紙等の購入を全庁的に実施してい
る。

・今後も引き続き、全庁的に間伐材が使用さ
れたコピー用紙等を購入する。

・間伐材が使用されたコピー用紙
等の導入を継続する。

　就農希望者が参入しやすいような環境を整備
し、担い手となる農業者や経営体の確保・育成を
行うとともに、農産物の生産性向上や需要拡大、
農地の集約等を図り、農用地の保全や耕作放棄
地の解消につなげます。

農林水産部 農業振興課
・農地中間管理機構事業を利用して農地
の出し手と受け手を募集し、農地のマッチ
ングを行う。

・市報やチラシ配付で農地の出し手、受け
手を募し、８件のマッチングを行なった。

・今後も、市報やチラシ配付で農地の出し
手、　　受け手の募集を行っていく。

・農地中間管理機構事業を利用し
て農地の出し手と受け手を募集
し、農地のマッチングを行う。

　有機・特別栽培、エコ農業の取り組みや環境配
慮型機械の導入、わらのすき込み等の実施による
環境保全型農業の普及を推進します。

農林水産部 農業振興課
・有機農業研修・体験学校を年間40回開催
する。

・有機農業研修・体験学校を42回実施し
た。

・今後も、有機農業研修・体験農業を計画
に基づき開催し、農薬や科学肥料を使わな
い、人と環境にやさしい農作物栽培である
有機農業への理解を図っていく。

・有機農業研修・体験学校を年間
40回開催する。

　地域で緑化活動を行う自治会やボランティア団
体、自らの敷地内の緑化を行う市民・事業者への
支援を推進します。

建設部 緑化推進課 ・地域の緑化活動支援を２５０件行う。 ・地域の緑化活動支援を319件行った。
・増加の傾向にあり、引き続き緑化活動支
援を行う。

・地域の緑化活動支援を２５０件行
う。

　公園施設のバリアフリー化や安全性の向上を進
め、誰もが快適に利用できる公園にします。また、
公園の整備・再整備を行う際は、地域住民の意見
を反映しながら、地域の特性を活かし、魅力ある
公園づくりを進めます。

建設部 緑化推進課
・公園施設内の老朽化に伴い交換する電
灯具のLED化を１０箇所行う。

・公園施設内の老朽化に伴い交換する電灯
具のLED化を18箇所行った。

・交換する電灯具がある場合には、LED化
を積極的に行う。

・公園施設内の老朽化に伴い交換
する電灯具のLED化を１０箇所行
う。

建設部 緑化推進課 ・公共施設への花苗配布を367件行った。
・花苗配布については、今後も計画的に行
う。
・公共施設での植樹等も行う。

建設部 道路整備課 ・街路樹の選定中。 ・取り組み計画通りに進めていく。

　地域住民による地域の特性を活かした農山漁村
環境の活性化を支援するとともに、農業体験イベ
ントの実施やグリーンツーリズムイベントの情報を
積極的に発信するなど、グリーンツーリズム実践
者の育成を図り、農山漁村と都市との交流を深め
ます。

農林水産部 農業振興課
・消費者対象とした農業サポーターイベント
を3回開催する。

・農業サポーターイベントを５回実施した。

・今後も、農業さがんサポーターに登録して
いただいた消費者に募集を行い、農作業や
収穫体験を通して、市産農産物の状況を
知ってもらい、生産者と交流することで、佐
賀市の農産物、農業の支援者となってもら
う。

消費者対象とした農業サポーター
イベントを３回以上開催する。

　市が実施する公共工事の実施に当たっては、動
植物の専門家から構成する自然環境懇話会に意
見を求め、市内に生息する絶滅危惧種をはじめと
する動植物の生息環境への影響をなるべく抑える
ように工事の調整を行います

環境部 環境政策課

・佐賀市自然環境懇話会を年２回開催し、
公共工事担当課および専門家を交えて工
法等の調整を図る。また、それに伴う現地
調査を専門家に依頼する。

・工事前に現場の環境を調査し、懇話会で
の検討材料とする。また、懇話会で委員か
ら受けた指摘を各課に提言した。
　専門家による現地調査：延べ22回

・専門家による現地調査を行う。
・佐賀市自然環境懇話会を開催する。

・佐賀市自然環境懇話会を２回開
催する。
・工事予定地等の自然環境現地
調査を随時行う。

　広範囲にわたる生態系ネットワークの拠点でもあ
る白石原湿原の自然環境を保全し、生物の多様
性を確保するとともに、環境教育等への活用を図
ります。

環境部 環境政策課
・白石原湿原の環境を整備し、保全を図
る。

・業者及び地元団体に委託して白石原湿原
の維持管理を行った。
・釣禁止などの注意喚起の看板を作製し、
地元団体に依頼して設置した。

・引き続き、業者及び地元団体に委託して
維持管理を行う。

・地元団体及び業者に委託して白
石原湿原の維持管理を行い、環
境の保全を図る。

　市内に移入してきた外来生物のうち、自然環境
や生活環境、産業等に悪影響を及ぼす種につい
ては、県や市民ボランティア、地元住民等と協力
して除去を行います。

環境部 環境政策課
・特にナガエツルノゲイトウおよびブラジル
チドメグサ（ともに水草）について、防除の
推進および地元住民への周知を図る。

・市ホームページ、チラシなどにより周知を
図っている。
・市民からアライグマの生息についての通報
を受け、捕獲駆除を行った。（６頭）

・引き続き、広報による周知を行う。
・今後もアライグマについての通報があれ
ば、捕獲駆除を行う。

・外来生物の被害防止のため、生
態及び環境等への影響について
の情報を発信し、移入規制種は県
条例に基づき適切に対応する。

佐賀市みどりの基本計画に基づ
き、公共地の緑化を計画的に行

う。

3-3
生物多様性
の保全

①農用地の保全

　佐賀市みどりの基本計画に基づき、公共施設等
の緑化基準及び緑化指針を定め、学校や公民館
などの市民が集う公共施設の緑化や街路樹の整
備を計画的に実施します。

②市民ニーズを反映した公
園整備

③公共地（公共施設、街路
等）の緑化の推進

④グリーンツーリズムの推進

(1)希少種
等の保全

①生物環境への影響に配
慮した公共工事の調整

②生態系が豊かな自然環
境の保全

③外来生物への対策

・外郭団体（佐賀市林業推進協議会、佐賀
市親林交流隊等）と協力し啓発に努める。

・佐賀市みどりの基本計画に基づき、公共
地の緑化を計画的に行う。

　市民が木と触れ合える「ふじ森林文化フェスタ」
の開催や、実際に山へ入り植樹・育樹活動を行う
イベントの実施等を通して、森林が有する公益的
機能に対する市民の理解を深めていきます。

⑤間伐材を使用したコピー
用紙等の導入

(2)農用地
の確保

②環境にやさしい農業の推
進

(3)緑地の
創造と保全 ①市民・事業者の緑化活動

の支援

④森林の持つ役割の啓発
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平成29年度
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
取り組み内容及び成果

（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）
進捗状況、今後の見込み等

（Action)
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
バイオマス産
業都市の構築

環境教育
の推進

基本目標横断プロジェクト

環境基本計画に掲げる施策における取り組み

平成28年度実績
担当課

めざす姿
（成果目標）

施策の方
向

環境項目
基本目標
（4つの柱）

取り組み施策 担当部内　容

建設部 緑化推進課
・自然環境の保全及び利用者が安全快適
に利用できるよう維持管理を行う。

・金立山緑のシャワーロードの維持管理を
行った。
・支障木伐採：5箇所
・除草：2回
・低木剪定：1回

・緑のシャワーロード内のパトロールを含め、
引き続き維持管理を行う。

・自然環境の保全及び利用者が
安全快適に利用できるよう維持管
理を行う。

経済部 観光振興課

・北山ダム周辺や金立山緑のシャワーロー
ドなどのPRを行う。
・自然環境を活かした体験型イベントなどを
開催する。

・「みつせ高原キャンペーン」を実施し、直
売所・そば街道・フルーツ農園・釣りなどをＰ
Ｒした。
　・古湯・熊の川温泉郷をＰＲするとともに、
周辺の県民の森・ダムの駅・北山・山中キャ
ンプ場などもＰＲした。
・８月に北山湖サイクリングロードを巡ってス
タンプを集める“エコチュースタンプラリー”
を開催した。
・富士しゃくなげ湖でのボート合宿誘致を支
援した。

・引き続き実施し、北部山間地域の魅力をＰ
Ｒする。

・北山ダム周辺や金立山緑のシャ
ワーロードなどのPRを行う。
・自然環境を活かした体験型イベ
ントなどを開催する。

社会教育部 文化振興課
・国指定天然記念物「エヒメアヤメ」の生息
環境の維持のため、自生地の除草を行う。

・生息環境の維持のため、自生地の除草を
実施した。

・引き続き自生地の除草を実施する。
・国指定天然記念物「エヒメアヤメ」
の生息環境の維持のため、自生地
の除草を行う。

東与賀支所 東与賀支所
・シチメンソウまつりの開催やシチメンソウを
育てる会の支援など、住民が行う活動を支
援する。

・観光資源であるシチメンソウの生育の妨げ
となっている葦等の伐採やゴミの除去・回収
等をボランティア、業者及び市職員で対応
している。
・海岸清掃イベントが２回開催された。
・アースコンシャスアクトクリーンキャンペー
ンin佐賀　　参加者：323人
・有明海クリーンアップ（アクトクリーン佐賀）
参加者：1,000人

・シチメンソウの種採り・種蒔きをシチメンソ
ウを育てる会を中心に行い、シチメンソウ
ヤード周辺の清掃についても、ボランティア
等の協力を受けながら継続して実施してい
く。

・シチメンソウまつりの開催やシチ
メンソウを育てる会の支援など、住
民が行う活動を支援する。

　佐賀平野に残された貴重なグリーンベルトであ
る横堤を、ふるさとの原風景、歴史的遺産として保
存し整備します。

農林水産部 農村環境課 ・良好な管理を行う。
・地域でできる範囲は活動を支援し、困難な
ものについては市で行った。

・継続して実施する。 ・良好な管理を行う。

　有明海に広がる東よか干潟は、豊富な栄養分
や日本一の潮の満ち引きなどを背景に、多くの固
有種や希少種が生息するなど多様な生態系を育
んでいます。また、東アジアにおける渡り鳥の重
要な中継地・越冬地として、種の生息を支える国
際的に貴重な生物の生息環境であり、市民や事
業者等と協力して干潟環境を保全することにより、
東よか干潟が有する独特の生態系を維持します。

環境部 環境政策課

・干潟の環境保全に関しては、「東よか干
潟環境保全及びワイズユース検討協議会」
にて、今後の保全の方向性や取り組みに
ついて協議し、計画づくりを進める。
・干潟に関する基礎資料の収集と今後の保
全につなげるため、干潟の生物調査を行
う。
・ボランティアによる海岸（シチメンソウヤー
ド）清掃活動を促すことで、保全の意識啓
発を図る。

・東よか干潟環境保全及びワイズユース検
討協議会にて、干潟の保全とワイズユース
推進の計画策定に向け協議し、基本的方
針を決定した。
・東よか干潟底生生物調査を実施し、干潟
に生息するベントスの種類、量、分布につ
いて把握し、東よか干潟の生物相の概要を
把握した。
・ボランティアによる東与賀海岸の清掃活動
が増加しており、地元企業等が主催する大
型清掃イベントが定着している。また、市職
員による月1回の定期清掃を今年度から実
施した。

・東よか干潟環境保全及びワイズユース検
討協議会において、東よか干潟の環境保全
とワイズユースに関する計画を策定する。
・底生生物調査に関しては、平成28年度に
実施した調査をベースに、佐賀大学等と連
携し、市民参加型の調査を年3回実施す
る。
・海岸清掃活動に関しては、市職員による
定期清掃を継続するとともに、企業と連携し
た活動の継続について関係者と協議する。

・東よか干潟の保全やワイズユー
スの今後の取り組みの方針となる
計画を平成29年度に策定する。
・干潟環境の把握のため、佐賀大
学等と共同で干潟の生物調査を
継続して実施する。
・シチメンソウの保全や干潟周辺
景観の維持のため、東与賀海岸の
清掃を企業やボランティア団体と
共に実施する。

○

　干潟に関心を持つ人々が情報を共有し、連携・
協力する仕組みを構築することにより、干潟を介し
た交流の促進を図り、多くの人が干潟について学
習する機会を提供するため、ガイドを養成するとと
もに拠点施設の整備等を検討します。

環境部 環境政策課

・東よか干潟ボランティアガイドの設立・運
営による環境学習・啓発活動の実施
・東よか干潟ラムサールクラブ（小4～中3）
の設立・運営による環境学習・啓発活動の
実施
・KODOMOラムサールなどへの子ども達の
積極的参加による環境保全意識の醸成
・市内小中学校が現地で学習する際のバ
ス借上げに係る経費の一部負担事業の実
施により、子ども達の環境保全意識の向上
と市内の自然環境に触れ合う機会を創出
する。

・5月にボランティアガイドを組織し、7月から
運用を開始した。土日祝日は現地にガイド
を配置、事前申し込みにより平日も対応。
（H28年度ガイド利用者数5,726人）
・平成28年度のクラブ員は児童生徒33人、
東与賀まちづくり協議会員10名の参加によ
り実施。
・クラブ全体としては10回の活動を行った。
・7月に韓国で開催された日中韓3国こども
湿地保全交流に3人を派遣した。
・8月に北海道浜頓別町で開催された
KODOMOラムサールに3人を派遣した。
・大分県九重町の子ども達が東よか干潟に
来訪し、湿地交流を行った。
・市内小中学校向けのバス借上料の助成
は、5校11台の利用実績があった。
・現地での案内役としてボランティアガイドを
配置することや、子ども向けのパンフレット
の作成・配布など、現地での受け入れ体制
を整えた。

・ボランティアガイドは、今後とも干潟の魅力
を現地で発信するための体制を引き続き維
持するとともに、ガイド養成講座（第2期）を
実施し、ガイドの充実を図る。
・ラムサールクラブは、活動メニューの刷新
を行うとともに、市外の湿地の子ども達との
交流を充実させるなど、活動のレベルアップ
を図る。
・見学のバス利用については、各学校に対
して、利用促進のための現地対応や事前学
習素材の提供等を周知し、積極的な利用を
促す。
・現地に拠点となる施設の整備のため、平
成29年度に基本設計をする。

・子ども達の学習機会の提供と未
来のリーダーの養成のため、市内
小学4年生から中学3年生までを対
象とした東よか干潟ラムサールクラ
ブを設置し、東よか干潟での体験
や学習を進めるとともに、全国の子
ども達との交流も行う。
・東よか干潟の価値や魅力を現地
で案内するガイドを運営している
が、今年度は第2期となるガイド養
成講座を実施し、さらなるガイドの
充実を図り、知識とスキルの向上を
目指す。
・拠点施設の整備の基本設計をす
る。

○

(2)自然観
光資源の保
全と活用

②希少生物の保存と観光
資源活用

①干潟の保全

　有明海の干潟に自生する絶滅危惧種「シチメン
ソウ」や久保泉町帯隈山に自生する国指定天然
記念物「エヒメアヤメ」など、地元住民が愛し、自然
観光資源として保存・活用を図っている希少生物
について、住民が行う生息環境の保存活動等を
支援します。

③河畔林（横堤）の維持管
理

(3)ラムサー
ル条約登録
湿地「東よ
か干潟」の
保全とワイ
ズユース

　北部山麓一帯の歴史や自然等の観光資源を活
かした魅力的な観光地として、北山ダム周辺や金
立山緑のシャワーロードなどをPRし、自然環境の
保全と利用者の安全及び快適性の確保を目的と
した維持管理を行います。

①北部山麓一帯の活用推
進

②交流・学習の機会の提供
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平成29年度
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
取り組み内容及び成果

（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）
進捗状況、今後の見込み等

（Action)
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
バイオマス産
業都市の構築

環境教育
の推進

基本目標横断プロジェクト

環境基本計画に掲げる施策における取り組み

平成28年度実績
担当課

めざす姿
（成果目標）

施策の方
向

環境項目
基本目標
（4つの柱）

取り組み施策 担当部内　容

経済部 観光振興課

・観光パンフレット・ホームページ等でＰＲす
る。市南部地域を巡る周遊バスや、佐賀熱
気球世界選手権会場からのシャトルバスの
運行など、周辺の観光施設等との連携強
化を図る。

・観光パンフレット等でのPRを行った。
・南部地域を巡る周遊バスを土日・祝日に
運行した。
・熱気球世界選手権期間中の土日・祝日に
は、会場からのシャトルバスを運行した。
・旅行商品造成のための南部の観光資源を
連携させたモニターツアー等を実施した。

・引き続きPRに務め、周辺の観光施設等と
も連携して、地域活性化につなげていく。

・観光パンフレット・ホームページ
等でＰＲする。
・市南部地域を巡る周遊バスや、
バルーン・フェスタ会場からのシャ
トルバスの運行など、周辺の観光
施設等との連携を図る。

環境部 環境政策課

・ポスター、パンフレット（4ヶ国語）の作成、
ホームページ掲載内容の充実、観光振興
部署との連携等により干潟の価値や魅力を
周知するとともに、現地来訪者を増やし干
潟を見て体感させることにより、その価値を
理解し保全意識の向上につなげる。

・平成28年度はパンフレット（4ヶ国語対応）
の作成、英語版プロモーションDVDの制作
など、現地来訪者への対応等に活用してい
る。
・観光部門との連携に関しては、ぐるっと世
界遺産観光バスの運用や各種雑誌に東よ
か干潟の記事を掲載するなど、観光資源と
しての干潟の利用についても連携を図っ
た。

・平成29年度は「アジア湿地シンポジウム
2017」が佐賀市で開催されることから、本シ
ンポジウムを東よか干潟を世界へＰＲする絶
好の機会と捉え、庁内関係部署や関係機
関等と連携し、シンポジウムの成功と東よか
干潟を含めた佐賀市のＰＲにつなげる。

・観光振興課や佐賀市観光協会
等の関係部署と連携し、東よか干
潟のＰＲと地域活性化に繋がる取
り組みを実施する。

　自然的要素に富んだ良好な景観を形成してお
り、都市の土地利用計画上、また都市環境の保全
を図るため、風致の維持を図ることが必要な風致
地区については、佐賀市風致地区内における建
築等の規制に関する条例に基づき建築制限等の
規制誘導を進めていきます。

建設部 都市デザイン課
・佐賀市風致地区内における行為の許可
申請に対し、適切な規制誘導を行う。

・風致地区（松原）の許可申請１件に対し、
適切な規制誘導を行った。

・今後も取り組み計画どおり進めていく。
・佐賀市風致地区内における行為
の許可申請に対し、適切な規制誘
導を行う。

　住民自らが良好な住環境の保全・形成等を図る
ため主体的に定める協定や地区計画等のルール
づくりを支援します。

建設部 都市政策課 ・必要に応じて、ルールづくりを支援する。
・平成２８年度上半期は市民からの要望等
なく、実績なし。

・今後も必要に応じて、ルールづくりを支援
する。

必要に応じて、ルールづくりを支
援する。

　景観形成地区の指定や建築行為等の際の届出
制度、景観賞の表彰等を実施し、良好な景観形
成を推進するとともに、屋外広告物等の適正化を
図ることにより、本市ならではの特色がある景観の
形成をめざします。

建設部 都市デザイン課

・景観形成地区（城内、長崎街道・柳町）や
景観計画に基づく届出に対する良好な景
観への誘導、景観賞の募集・表彰、屋外広
告物の適正な掲出・誘導を行う。

・景観形成地区届出に対する誘導　18件
・景観賞応募182件、表彰 5件
・屋外広告物許可　492件

・今後も取り組み計画どおり進めていく。

・景観形成地区（城内、長崎街道・
柳町）や景観計画に基づく届出に
対する良好な景観への誘導、景観
賞の募集・表彰、屋外広告物の適
正な掲出・誘導を行う。

建設部 緑化推進課
・指定から10年経過した保存樹の樹勢調査
を行い、所有者と連携を取りながら、保全を
図る。必要に応じて樹勢回復治療を行う。

・指定10年経過樹木の調査を1月から3月に
実施した。
保存樹新規登録本数：4本
樹勢回復治療本数：3本

今後も引き続き、所有者と連携を取りなが
ら、保全を図る。

・指定から10年経過した保存樹の
樹勢調査を行い、所有者と連携を
取りながら、保全を図る。必要に応
じて樹勢回復治療を行う。

社会教育部 文化振興課
・佐賀市所在の天然記念物の樹勢調査を
行い、所有者と連携を取りながら、保全を
図る。

・樹木調査を５件行い、所有者に結果を伝
えた。（治療が必要等の問題はなかった。）

・今後も、樹勢調査を行う。
・佐賀市所在の天然記念物の樹
勢調査を行い、所有者と連携を取
りながら、保全を図る。

　歴史的・景観的に優れた建造物等を保全するた
め、景観重要建造物等として指定し、外観の補修
に要する費用の一部を助成するなどの支援を進
めます。

建設部 都市デザイン課
・景観重要建造物等の補修等に対し、7件
の助成を行う。

・景観重要建造物5件の補修等に対し助成
を行った。

・今後も引き続き助成を行う。
・景観重要建造物等の補修等に
対し、11件の助成を行う。

地域が干潟からの恵みを得ながら干潟の保全を
図ることで、干潟の持続的な利用が可能となること
から、ラムサール条約登録湿地である東よか干潟
の魅力を市内外へ積極的にPR し、観光資源とし
て活用することにより、干潟を鍵とした地域活性化
につなげていきます。

　天然記念物に指定された樹木の樹勢調査を実
施したり、古くから伝わる古木や巨木を保存樹等
として指定し、所有者と協力しながら、歴史あるみ
どり空間の保全を図ります。

③干潟の観光資源としての
活用

3-4
自然環境と
調和した都
市づくり

(1)みどりや
水と共存す
る都市景観
の形成

①都市の風致の維持・保全

②住民主体の環境保全等
のルールづくり

③良好な景観の形成

(2)歴史や
文化に根ざ
した環境の
保全

①歴史あるみどり空間の保
全

②景観重要建造物等の保
存
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平成29年度
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
取り組み内容及び成果

（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）
進捗状況、今後の見込み等

（Action)
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
バイオマス産
業都市の構築

環境教育
の推進

基本目標横断プロジェクト

環境基本計画に掲げる施策における取り組み

平成28年度実績
担当課

めざす姿
（成果目標）

施策の方
向

環境項目
基本目標
（4つの柱）

取り組み施策 担当部内　容

　ペット類の飼い主に対して適正飼育の意識啓発
を行い、近隣住民とのトラブルの回避や咬傷事故
の防止等を図るとともに、狂犬病予防集団注射を
市内各地域で実施して、狂犬病予防注射の接種
率向上を図ります。また、野良猫による被害を抑
制するため、地域猫や飼い猫の不妊去勢手術費
用の助成等の対策を行います。

環境部 環境政策課

・狂犬病予防集合注射を実施する。
・市報等による犬や猫の適正飼養の啓発を
実施する。
・犬のしつけ方教室を開催する。
・地域猫不妊去勢手術に対する助成を行
う。
・飼い猫の不妊去勢手術に対する助成を
行う。
・公園を住処とする野良猫の不妊去勢手術
に対する助成を行う。

・狂犬病予防集合注射を４月に実施した。
・市報等で犬や猫の適正飼養の啓発をし
た。　　　　　　・犬のしつけ方教室を９月～１
２月に開催した。
・地域猫不妊去勢手術費用の助成を行っ
た。
・飼い猫の不妊去勢手術費用の助成を行っ
た。
・公園を住処とする野良猫の不妊去勢手術
費用の助成を行った。

・引き続き、啓発、助成などを行い、ペット類
の適正飼育を促進する。

・狂犬病予防集合注射を実施す
る。
・市報等で犬や猫の適正飼養の啓
発を行う。
・犬のしつけ方教室を開催する。
・地域猫不妊去勢手術費用の助
成を行う。
・飼い猫の不妊去勢手術費用の助
成を行う。
・公園を住処とする野良猫の不妊
去勢手術費用の助成を行う。

　水路に生息するアカイエカの幼虫を駆除するこ
とにより、日本脳炎等の伝染病の発生を予防する
とともに、居住区域の水溜り等で発生するやぶ蚊
の対策について啓発を行い、住み良い生活環境
を実現します。

環境部 環境政策課

・４～１０月の期間平野部におけるアカイエ
カの防除を業務委託により実施する。
・市報等によりヤブ蚊対策に関する啓発を
実施する。
・衛生害虫等に関する相談対応を行う。

・４～１０月の期間平野部におけるアカイエ
カの防除を業務委託により実施した。
・市報４月号で、ヤブ蚊対策の啓発を行っ
た。
　(ＨＰは通年）
・衛生害虫等に関する相談対応を随時行っ
た。

・引き続き、害虫駆除対応を行う。

・引き続き、害虫駆除の対応を行
う。
・委託によるアカイエカの駆除を行
う。
・ヤブ蚊対策の啓発を行う。
・衛生害虫駆除等に関する相談対
応を行う。

　家庭ごみを焼却せずにごみステーションや清掃
工場へ搬入するよう指導を行うことにより、煙害の
防止に努め、良好な生活環境を守ります。

環境部 環境保全課
・家庭ごみを焼却せずにごみステーション
や清掃工場へ搬入するよう指導を行う。

・職員が現場に行き、焼却をしないよう指導
を行った。

・今後もごみの焼却等への指導を行う。
・家庭ごみを焼却せずにごみス
テーションや清掃工場へ搬入する
よう指導を行う。

環境部 環境政策課 ・生活環境に関する相談の対応を行う。
・生活環境に関する相談に対応した。(１７５
件）

・引き続き、生活環境に関する相談に対応
する。

・生活環境に関する相談に対応す
る。

環境部 環境保全課

・市民等からの相談、近隣住民間あるいは
市民と事業者間のトラブル等について、当
事者間での対話への誘導、原因者への指
導、環境阻害要因の除去等の対応を行う。

・職員が現場に行き、原因の確認・指導等を
行った。

・今後も随時職員が現場に行き、原因確認・
指導等を行う。

・市民等からの相談、近隣住民間
あるいは市民と事業者間のトラブ
ル等について、当事者間での対話
への誘導、原因者への指導、環境
阻害要因の除去等の対応を行う。

　倒壊事故や衛生害虫の発生等、空き家・空き地
の管理不全による影響から周辺住民の生活環境
を保全するため、空き家・空き地の所有者等に対
して、適正管理の啓発や改善指導、解体費用の
助成等を行います。

建設部 建築指導課
・危険な空き家に対して解体費の助成を３
件行う。

・危険な空き家の所有者等に解体費の助成
を3件行った。

・引き続き、解体費助成を継続する。
・危険な空き家に対して解体費の
助成を３件行う。

　パトロールや市民からの通報等で発見した不法
投棄ごみについては、投棄者の割り出しに努め、
判明した場合には、警察とも協力して厳正な指導
を実施します。

環境部 環境保全課

・不法投棄ごみを発見した場合等は、不法
投棄者の割り出しに努め、判明した場合に
は、警察とも協力して厳正な指導を実施す
る。

・毎日環境パトロールを実施し、不法投棄ご
みを発見した場合には排出者への指導や
ごみの回収を行った。

・今後もパトロールを実施し、不法投棄ごみ
に対する排出者への指導やごみの回収を
行う。

・不法投棄ごみを発見した場合等
は、投棄者の割り出しに努め、判
明した場合には、警察とも協力し
て厳正な指導を実施する。

　毎年6月の「県内一斉ふるさと美化活動」や10月
の「市民一斉清掃月間」など、市民や事業者、自
治会が協力して取り組む清掃活動を推進、支援し
ます。

環境部 環境保全課

・「県内一斉ふるさと美化活動」や「市民一
斉清掃月間」など、市民や事業者、自治会
が協力して取り組む清掃活動を推進、支援
する。

・6/5に「県内一斉ふるさと美化活動」を実施
した。
・10月には「市民一斉清掃月間」を自治会
にお知らせし、清掃活動を推進、支援した。

・今後も、清掃活動を推進、支援していく。

・6月の「県内一斉ふるさと美化活
動」や10月の「市民一斉清掃月
間」など、市民や事業者、自治会
が協力して取り組む清掃活動を推
進、支援する。

　地域の自治会やボランティア団体、事業者等が
主体となって実施する地域の清掃活動に対し、ボ
ランティア袋の支給やごみの回収などの支援を実
施します。

環境部 環境保全課

・自治会やボランティア団体、事業者等が
主体となって実施する地域の清掃活動に
対し、ボランティア袋の支給やごみの回収
などの支援を実施する。

・地域の清掃活動に対し、ボランティア袋の
支給やごみの回収などの支援を行った。

・今後も地域の清掃活動に対し、ボランティ
ア袋やごみの回収などの支援を行う。

・地域の清掃活動に対し、ボラン
ティア袋の支給やごみの回収など
の支援を行う。

　生活環境に起因する市民等からの相談、近隣
住民間あるいは市民と事業者間のトラブル等につ
いて、当事者間での対話への誘導、原因者への
指導、環境阻害要因の除去等の対応を行いま
す。

⑤空き家等の適正管理

⑥不法投棄の防止対策

基本目標４
安全で快適
な生活環境
のまち

市民一人ひとり
が、生活環境の
向上に取り組み、
安全で快適な生
活を営んでいる。

(2)市民清
掃活動の推
進と支援

①清掃活動の推進

②清掃ボランティアの支援

4-1
身近な生活
環境の保全

(1)生活に
密着した環
境問題の改
善

①ペット類の適正飼育の促
進

②衛生害虫駆除の推進

③家庭ごみ等の野外焼却
の禁止

④身近な生活環境改善の
啓発
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平成29年度
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
取り組み内容及び成果

（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）
進捗状況、今後の見込み等

（Action)
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
バイオマス産
業都市の構築

環境教育
の推進

基本目標横断プロジェクト

環境基本計画に掲げる施策における取り組み

平成28年度実績
担当課

めざす姿
（成果目標）

施策の方
向

環境項目
基本目標
（4つの柱）

取り組み施策 担当部内　容

　水源から蛇口までのあらゆる過程における水質
管理の徹底や施設の適切な運用により、安全で
おいしい水道水を安定的に供給します。

上下水道局 水循環部 浄水課 ・水質事故０％を維持する。 ・水質事故の発生はなかった。 ・引き続き水質事故０％を維持する。 ・水質事故0％を維持する。

　市ホームページや出前講座、水道週間の期間
中に開催する水道フェアの取り組みなどを通し
て、水道水の知識や水源の保全と監視の重要性
などについて啓発を行います。

上下水道局 水循環部 総務課
・ホームページや水道フェアなどで啓発を
しつつ、出前講座について年10回以上の
開催を目標値とする。

・水道フェアを開催した。（6/4）
・出前講座を９回実施した。

・出前講座を要望に応じて開催し、水道の
PRを行う。

・ホームページや水道フェアなど
で啓発する。
・出前講座を年10回以上の開催を
目標値とする。（要望に応じて開
催）

　毎年度策定する水道水質検査計画に基づき、
水道水の水質検査を実施するとともに、検査計画
及び検査結果を随時公表し、水道水の水質の安
定に努めます。

上下水道局 水循環部 浄水課
・ホームページに水質検査結果を公表し、
上下水道局の広報誌で市民に向けてＰＲ
を行う。（年１回以上）

・ホームページに水質検査結果を随時公表
し、上下水道局の広報誌で市民に向けてＰ
Ｒを行った。

・今後も毎月１回公表を継続する。
今後もホームページに水質検査結果を公
表し、上下水道局の広報誌で市民に向けて
PRを行う。

・ホームページに水質検査結果を
公表し、上下水道局の広報誌で市
民に向けてPRを行う。（年１回以
上）

上下水道局 水循環部 業務課
・下水道未接続者に対し、接続促進活動を
行う。

・上下水道局全職員による訪問接続指導を
11月から12月上旬に実施した。

・引き続き下水道未接続者に対し、接続促
進活動を行い、接続率の向上に努めてい
く。

・下水道未接続者に対し、接続促
進活動を行う。

上下水道局
水循環部 下水道
工務課

・下水道整備率（浄化槽を除く）について、
平成30年度を目標年度とし、95.5％を目指
す。

・平成28年度末の整備率96.7％
・引き続き未普及地区の整備工事を推進し
ていく。

・下水道整備率（浄化槽を除く）に
ついて、平成30年度を目標年度と
し、97.0％を目指す。

　農業集落排水処理施設の周辺の水環境を保全
するため、排水の水質を定期的に確認し、必要に
応じて施設管理受託者に処理方法の改善の助言
を行うなど、適切な施設運営を行います。

上下水道局
下水プロジェクト推
進部 下水道施設
課

・放流水質基準内の排水を行う。 ・適正に処理を行った。
・今後も、より一層の注意を払って管理す
る。

・放流水質基準内の排水を行う。

　公共用水域の水質汚濁防止及び生活環境衛生
の改善を図るため、市上下水道局が主体となって
浄化槽の設置や維持管理を行う市営浄化槽事業
を推進します。

上下水道局
水循環部 下水道
工務課

・市営浄化槽整備率（新規）について、平
成36年度を目標年度とし、計画設置基数
100.0％を目指す。

・平成28年度末の整備率43.1％
・申請に基づく設置工事を推進するととも
に、地元説明会を開催するなど普及啓発に
努める。

・市営浄化槽整備率（新規）につ
いて、平成36年度を目標年度と
し、計画設置基数100.0％を目指
す。

(2)し尿等の
処理 　家庭や事業所等から排出されるし尿・浄化槽汚

泥を計画的に収集・運搬し、かつ適正に処理する
ことで、公衆衛生の確保に努めます。

環境部 衛生センター ・処理停止日数0。（計画停止日数を除く。） ・処理停止日数0で適正に処理した。 ・今後も継続する。
・処理停止日数0。（計画停止日数
を除く。）

(1)監視測
定の実施

　市民の快適な生活環境を確保するために、水
質、騒音、振動、大気等の測定調査を継続的に
実施し、その結果を情報提供します。

環境部 環境保全課
・水質、騒音、振動、大気等の測定調査を
継続的に実施し、その結果を情報提供す
る。

・計画どおり測定調査を実施し、結果をHP
やeガイド等で公表した。

・今後も計画どおり実施する。
・水質、騒音、振動、大気等の測
定調査を継続的に実施し、その結
果を情報提供する。

　事業所等に対して、関係法令に基づく公害・環
境関連遵守事項について適正な指導を行うととも
に、特定事業場等への立入調査を実施します。

環境部 環境保全課

・事業所等に対して、関係法令に基づく公
害・環境関連遵守事項について適正な指
導を行うとともに、特定事業場等への立入
調査を実施する。

・計画どおり事業所等に対する指導や立入
調査を実施した。

・今後も計画どおり事業所等に対する指導
や立入調査を実施していく。

・事業所等に対して、関係法令に
基づく公害・環境関連遵守事項に
ついて適正な指導を行うとともに、
特定事業場等への立入調査を実
施する。

農林水産部 農村環境課
・７月に油流出が１件発生したが、迅速に対
応した。

・今後も迅速に対応する。
・事故等の発生に対して、迅速に
対応する。

建設部 河川砂防課
・油流失１１件に対し、拡散防止措置等の対
応をした。

・今後も取り組み計画どおり、対応する。
・事故等が発生したときは、対応マ
ニュアルに沿って、拡散防止措置
を実施する。

環境部 環境保全課
・異常水質事故対応マニュアルを庁内の関
係部署へ配布します。水質事故時の関係
部署への伝達訓練、事故対応訓練を行う。

・筑後川水系協議会及び嘉瀬川水系協議
会開催の水質事故対応訓練に参加した。
（筑後川10/21、嘉瀬川12/6）

・今後も水質事故対応マニュアルの配布や
伝達訓練、事故対応訓練を実施していく。

・異常水質事故対応マニュアルを
庁内の関係部署へ配布する。
・水質事故時の関係部署への伝
達訓練、事故対応訓練を行う。

　家畜のふん・尿の不適正な管理による悪臭や水
質汚染の発生を防止するため、農業者に対して、
家畜排せつ物法に基づき、堆肥として農地に還
元するなどの適正処理を行うよう指導します。ま
た、堆肥の発酵促進及び農産物の高付加価値化
を図るための取り組みを推進していきます。

農林水産部 農業振興課
・飼料生産水田への堆肥散布の取り組み
を耕畜連携助成等を利用して推進する。

・生産組合長等を集めて実施した経営所得
安定対策の説明会において、耕畜連携助
成等についても説明し、多数の農業者が取
組みを行った。

・今後も継続する。
・飼料生産水田への堆肥散布の
取り組みを耕畜連携助成等を利用
して推進する。

(3)安全な水
道水の安定
供給 ①安全でおいしい水の確保

・事故等が発生したときは、対応マニュアル
に沿って、拡散防止措置を実施する。

　下水道施設の効率的かつ効果的な整備と適切
な維持管理を行うとともに、下水道への接続や適
切な利用を市民に啓発していきます。

②農業集落排水の適正管
理

③市営浄化槽の設置と適
正管理

①し尿・浄化槽汚泥の適正
な収集と処理

①監視測定の実施

(2)公害等
の発生の防
止対策

①事業所への環境保全関
連の指導

②水質汚染への対応

　河川等への油流出及び魚のへい死事故等が発
生した場合には、迅速に被害の拡大防止措置を
実施するとともに原因究明を行います。また、下流
域への被害拡大のおそれがある場合には、関係
市町や関係機関と連携して対応します。

③家畜排せつ物法に基づく
適正管理の指導

4-3
地域環境の
保全

4-2
生活排水の
対策

(1)下水等
の処理

①公共下水道への接続率
向上と適正管理

②水道フェアの開催等によ
る啓発

③水道水の水質検査の実
施
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平成29年度
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
取り組み内容及び成果

（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）
進捗状況、今後の見込み等

（Action)
取り組み計画

（Ｐｌａｎ）
バイオマス産
業都市の構築

環境教育
の推進

基本目標横断プロジェクト

環境基本計画に掲げる施策における取り組み

平成28年度実績
担当課

めざす姿
（成果目標）

施策の方
向

環境項目
基本目標
（4つの柱）

取り組み施策 担当部内　容

　麦わら・稲わらのすき込みや、畜産農家との連
携による飼料・敷きわら等としての利用を促進する
ことで、わら焼却を抑制し、環境や人への煙害を
防ぎます。

農林水産部 農業振興課
・麦わら、稲わらの有効活用に関する啓発
活動を実施する。

・麦わら、稲わらの有効活動に関するチラシ
を窓口に設置、生産組合長との説明会等で
も麦わら有効利用について説明し、取り組
み推進した。

・今後も継続していく。
・麦わら、稲わらの有効活用に関
する啓発活動を実施する。

　施設の新設・改修や樹木の消毒等を行う際に
は、本市が策定した『化学物質の使用に関するガ
イドライン』に基づき、化学物質の使用による健康
被害等が発生しないように努めます。

環境部 環境保全課
・化学物質の使用に関するガイドラインの
周知と、薬剤使用実態調査を行う。

・薬剤使用実態調査を実施した。（7/12） ・今後も実施していく。
・化学物質の使用に関するガイドラ
インの周知と、薬剤使用実態調査
を行う。

　児童生徒等の健康を保持増進し、学習能率の
向上を図るため、学校安全保健法の定めにより、
学校環境衛生規準に照らし、定期的に環境衛生
検査を実施します。教室等の定期検査の一つとし
て、ホルムアルデヒドなど揮発性有機化合物の検
査を実施し、検査結果によっては換気扇の設置
等の対応を行います。また、ホルムアルデヒド簡易
検知器の貸し出しも行います。

こども教育部 学事課
・揮発性有機化合物の検査を学校あたり２
室を実施する。

・夏休み期間に市立小中学校53校、105箇
所でホルムアルデヒド等の検査を実施した。
・再検査や換気扇設置などの対応をした。

・数値の高い教室について、再検査するな
ど対応する。

揮発性有機化合物の検査を実施
する。（全市立小中学校各２箇所）

②学校における適切な環境
の維持及び改善

④麦わら・稲わらのすき込
み利用等によるわら焼却の
抑制

(3)化学物
質への対策

①市の事業における化学物
質対策
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２９年度の取り組み

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

取り組み内容・成果及び評価
（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）

今後の見込み、改善策等
（Ａｃｔｉｏｎ）

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

ごみ焼却か
ら生み出す
電力の活用

環境部
循環型社会推
進課

・清掃工場の余剰電力（再生可能エネル
ギー）を市内の公共施設に供給する、電
力の地産地消の推進

・余剰電力を、昨年度までの市内小中学校４９箇所（５１校）に加え、新たに
図書館・本庁舎等の２６公共施設に供給し、電力の地産地消を進めている。
・平成２９年度以降の小売電気事業者をプロポーザルで決定し、契約を締結
した。

・余剰電力を、これまでの小中学校４９箇所（５１校）及び２６の公共施設に加
え、新たに公民館や保育園等３５の公共施設へ供給し、電力の地産地消を
推進していく。
・電力の地産地消に関わる公共施設に節電支援システムを導入し、各公共
施設の節電の具体化に役立てる。

・清掃工場の余剰電力（再生可能エネル
ギー）を市内の公共施設（１１０施設）に供給
する、電力の地産地消の推進
・節電支援システム導入による各公共施設
の節電を推進

微細藻類の
培養による
資源創出

環境部
バイオマス産業
都市推進課

・清掃工場の二酸化炭素分離回収装置
の稼動及び藻類培養企業への供給。
・藻類培養の拠点地の整備のための準
備。
・筑波大学、佐賀大学との藻類培養及び
利活用に関する共同研究協定の締結及
び役割についての協議。

・平成２８年８月２６日に稼働式を行い、藻類培養企業への二酸化炭素の供
給を開始した。
・大和町の旧工業団地予定地を藻類培養事業予定地として造成するための
手続きを実施した。
・平成２８年８月に両大学との藻類バイオマスに関する利活用協定を締結し、
具体的な研究内容等について協議を開始した。

・今後、藻類培養企業の生産量の増大に応じて二酸化炭素の供給量を増や
していく。
・藻類培養事業としては国内最大規模となる施設の建設にむけ、用地の造
成工事に着手する。
・藻類バイオマスの活用に関する研究施設を建設し、培養から抽出、加工、
商品開発に関する一連の技術開発についての研究を始める。

・藻類を活用した地域産業の創出を目的と
した「さが藻類バイオマス協議会」を設立
し、藻類産業の技術的発展を目的に設置
する「さが藻類産業開発センター」を佐賀大
学内に建設する。
・二酸化炭素の活用について関係者と協議
し、多方面で使用できるよう検討する。
・国内最大規模となる藻類培養事業の用地
造成のための用地買収及び基盤造成工事
を行う。

下水処理
時に発生す
るバイオガ
スの活用

上下水道局
下水プロジェ
クト推進部

下水エネル
ギー推進室

・下水道革新的技術実証事業（B-DASH
プロジェクト）による下水処理時に発生す
るバイオガスから分離回収したＣｏ２と脱水
分離液を藻類培養へ活用する実証試験
の検証及び取りまとめ。

〔検証結果〕
・ＣO2分離・回収技術について、下水バイオガスから製品ＣＨ４、ＣO2の分
離効果や分離・回収性能の安定性を確認した。
・藻類の実証研究は、生産に必要な窒素・リンを藻類で消費させることから、
その削減効果を確認した。
・可溶化技術は、実機及びラボ試験でのガス発生量増収効果の継続評価
や、汚泥性状の把握、季節変動による影響の確認をおこなった。

・平成２８年度の研究成果を踏まえB-DASHプロジェクトに関するガイドライン
を共同研究体で取り纏め、有識者委員会（A検討委員会）で評価を受け公表
の準備を行っている。
・今後も、下水道資源の活用について共同研究体で決定されるテーマに
沿って実証研究を継続していく。実証施設については国土技術政策総合研
究所から佐賀市が借受け手続きを行い、新たに定める運用要綱に則って運
用していく。
・下水道革新的技術実証事業で得られた研究成果を基に、産業や雇用創
出に繋がるような施策を関係者と協議し模索していく。（継続中）

・平成２８年度の研究成果を取り纏めたガイ
ドラインについては、下水道展に於いて国
土技術政策総合研究所と共同研究体（㈱
東芝・㈱ユーグレナ）で発表する。
・平成２９年度からは自主研究に着手し、下
水道資源の活用について共同研究体で決
定されるテーマに沿って実証研究を継続す
る。

廃食用油か
ら精製した
バイオ
ディーゼル
燃料の活用

環境部
循環型社会推
進課

・回収した廃食用油から精製したバイオ
ディーゼル燃料の活用
・回収した廃食用油の新たな利用方法と
して、新型車両への利用に向け、民間業
者とのタイアップによる燃料の高品質化等
についての調査研究

・１００％バイオディーゼル燃料を精製して、市営バスとごみ収集車等に使用
した。　使用台数：１８台（市営バス５台、ごみ収集車等１３台）
・１００％バイオディーゼル燃料を高品質化する技術は、複数の先進事例が
あることから、高品質化技術の比較検討を行ったうえで、今後の事業化の可
能性と事業化の方法等について調査・研究を行っている。

・清掃工場内の再生プラントでバイオディーゼル燃料を精製し、軽油を混入
しない１００％バイオディーゼル燃料として、市営バスやごみ収集車等に使用
する。　使用台数目標：１5台
・１００％バイオディーゼル燃料を高品質化する技術は、複数の先進事例が
あることから、今後も、高品質化技術の比較検討を行ったうえで、事業化の
可能性と事業化の方法等について調査・研究を行う。
　例①：触媒を利用して軽油と同等質の次世代型バイオディーゼル燃料を
　　　　精製する新技術
　例②：廃食用油にメタノールを添加して精製する従来の技術に、触媒を
　　　　利用して減圧蒸留することで高純度のバイオディーゼル燃料を精製
　　　　する新技術

・回収した廃食用油から精製したバイオ
ディーゼル燃料の活用
・回収した廃食用油の新たな利用方法とし
て、新型車両への利用に向け、民間業者と
のタイアップによる燃料の高品質化等につ
いての調査研究

食品リサイ
クルの促進

環境部
循環型社会推
進課

・市内での食品リサイクルの促進に向けた
情報提供や支援等の実施

・市内での食品リサイクル業創業に向け、事業者を公募により選定し、堆肥
製造の実証実験と成分分析等を行った。
・公募で選定した事業者とともに、市内の多量排出事業者等を対象として、
生ごみのリサイクルをテーマとした「ごみ減量セミナー」を開催した。
　参加者数：６２名

・市内での食品リサイクル業創業に向け、公募により選定された事業者が行
う実証実験に対し、成分分析や出口戦略等の支援を行う。

・市内での食品リサイクルの促進に向けた
情報提供や支援等の実施

環境基本計画に掲げる基本目標横断プロジェクトの取り組み

２８年度の取り組み状況　（実績）

担当課担当部プロジェクト

①バイ
オマス
産業都
市さが
の構築

ごみ処理施設や下水処理施設
などの既存の施設を活用して新
たなエネルギーや資源を創出
し、バイオマスを活用したまちづ
くりを推進する。
併せて、行政が公平な立場で仲
介役を果たし、バイオマスの活
用に関する官民や民民の連携
を実現していくことを基本的な手
段として、経済性が確保された
中でバイオマスの活用を推進す
る一貫システムの構築に取り組
んでいく。
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２９年度の取り組み

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

取り組み内容・成果及び評価
（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）

今後の見込み、改善策等
（Ａｃｔｉｏｎ）

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

２８年度の取り組み状況　（実績）

担当課担当部プロジェクト

１.佐賀市学
校版環境
ISO

環境部
こども教育部

環境政策課
学校教育課

・市立全小中学校における「佐賀市学校
版環境ＩＳＯ」の取り組みの継続。

・全53校を訪問または書類で審査し、取り組みの状況を確認した。
・要望のあった学校のISO認定校の看板を製作及び修繕をした。（19校）
・環境教育担当者研修会を実施した。
　　5/10　参加者：51人
・環境教育指導者研修会を実施した。
　　8/8　参加者：21人
・小中学校が清掃工場を見学する際のバス借上料の一部を助成した。(48台
分）
・環境作品展を実施した。
　　応募：マイバッグ348点　ポスター368点
・社会科副読本「くらしとごみ」を作成し小学４年生（附属小は3年生）
に配布した。
・環境担当教員に対する相談事業を実施した。（1名）
・表彰事業（ISO活動が盛んな学校を表彰した、3校）
・子ども環境活動発表を実施した。（2/1、4校が発表）
・「かんきょうぬりえ」を製作し、公私立幼保5才児に配布した。

・佐賀市学校版環境ISO制度について、要綱等を変更し、手続き等の事務を
簡素化することで取り組みやすくする。。
・小中学生を中心とした環境教育が推進されるよう、例年の取り組みを継続
する。

・表彰事業（ISO活動が盛んな学校を表彰
する）
・希望するすべての学校に対してISO認定
校の看板を設置及び修繕をする。
・小中学校の清掃工場見学時のバス借上
料の一部を負担する。
・子ども環境活動発表を実施する。（2/14、3
校が発表）
・「かんきょうぬりえ」を製作し、公私立幼保5
才児に配布する。
・子ども環境作品展を実施する。
・各種研修会を実施する。

２．佐賀環
境フォーラ
ム

環境部 環境政策課
・佐賀大学と佐賀市の連携による学生、
市民、事業者が環境について学ぶ「佐賀
環境フォーラム」の運営。

・15周年を記念した特別講演を開催した。
　　受講者：一般73人、学生74人
・環境分野に関する講義を12回開催した。
　　受講者：一般・法人　延べ204人　学生述べ478人
・ごみと自然環境をテーマに体験講座を各1回開催した。
　　受講者：一般延べ15人　学生述べ65人
・現地見学会としてバイオマス産業都市さがに関する施設等を視察した。
　　参加者：一般6人　学生33人
・地球温暖化対策の啓発として、平成打ち水夏の陣を開催した。
　　参加者：約100人
・さが環境フェスティバルに出展し、紙のリサイクルについて啓発を行った。
　　総入場者数：14,223人
・グループ型とインターンシップ型のワークショップを実施し、中間報告会及
び最終報告会を開催した。
　グループ型：4グループ　インターンシップ型：3団体

・講義、体験講座、現地見学会、ワークショップは、継続して実施する。
・打ち水イベントにおいて他団体と協力し、幅広い層への啓発を図っていく。
・中間報告会を廃止し、代わりとして学生一人ひとりに公式ホームページへ
の活動報告の投稿を課すことで、学生の参加意識の向上を図る。

・環境分野に関する講義を12回開催する。
・体験講座を2回開催する。
・現地見学会を1回開催する。
・打ち水イベントを開催する。
・さが環境フェスティバルに出展する。
・最終報告会を開催する。

３．「トンボ
王国さが」
づくり

環境部 環境政策課

・トンボや水生生物などについて親子で
学ぶことにより自然と共生する意識を醸成
することを目的とした「トンボ教室」の実
施。
・「トンボ王国さが」を県内外に周知するた
め、トンボ写真コンクールを実施。
・富士小中学校と連携した佐賀県準絶滅
危惧種「ミヤマアカネ」の保全活動。

・とんぼ教室を実施した。
  　全5回 参加者：延べ130人
・トンボ写真コンクールを実施し、入賞作品を市立図書館で展示した。
　　応募総数：630点（一般（県内）221点、一般（県外）312点、ジュニア97点）
・コンクール入賞作品を掲載したカレンダーを製作した。（1,000部）
・県準絶滅危惧種のトンボ「ミヤマアカネ」の保全活動として、9/6、10/4に草
刈りを行った。 （小学生は事前学習を2回開催。中学校は1回開催。）
　　マスコミ：NHK佐賀放送局、佐賀新聞社、朝日新聞社
・冊子「さがしのとんぼ」を改訂した。（1,000部）

・トンボや水生生物など身近な自然について親子で学ぶことにより、自然と共
生する意識を持ってもらうため、トンボ教室を実施する。
・地元にミヤマアカネの保全活動に関心を持ってもらえるよう、引き続き富士
小学校を中心とした保全活動に取り組む。
・「トンボ王国さが」を佐賀市内に広報することを目的に、トンボ写真コンクー
ルを実施する。

・とんぼ教室　全5回開催予定
　　5/14（32人）、5/28（26人）、7/2（30人）、
　　7/23（予定）、8/6（予定）
・トンボ写真コンクール　作品募集中
　　8月31日募集締切り
　　入賞作品でカレンダーを作製予定。
・ミヤマアカネの保全活動実施　※（ ）は予
備日
　　小学校事前学習6/1、6/30（7/7）
　　草刈り8/19（8/20）、草搬出8/22（8/29）
　　観察会9/26（10/2）
・「さがしのとんぼ」小中学校などに配布
　　PRのため、えびすFMに出演

②環境
教育の
推進

子どもから大人まであらゆる年齢
層に応じた学習ができる仕組み
づくりを行うことにより、体系的な
環境教育を推進する。
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２９年度の取り組み

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

取り組み内容・成果及び評価
（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）

今後の見込み、改善策等
（Ａｃｔｉｏｎ）

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

２８年度の取り組み状況　（実績）

担当課担当部プロジェクト

環境部
循環型社会推
進課

・ごみ問題が自分の生活と深く関わりのあ
ることを実感してもらうための施設見学の
実施。

・市内外の小学生を始め、高校、大学、地域団体、企業・行政視察等の施設
見学を受け入れた。　見学者数：６，６２７名
・中学生の職場体験学習として、リサイクル工場での選別体験を受け入れ
た。
　受入人数：３名（３日間）

・今後も、社会科見学の小学生を始め、各種団体の施設見学を受け入れ、
様々な環境問題が自分の生活と深く関わりのあることを実感してもらう。
・今後も、中学生の職場体験学習を受け入れることで、施設見学の機会が少
ない中学生への環境教育の一環とし、体験を通した意識高揚を図る。
・今後は、複数の施設見学コースを設定することでリピーターを増やし、見た
ことの実感から、その後の環境行動へとつなげていく。

・３Ｒの推進はもとより、バイオマスや自然環
境など、様々な環境問題が自分の生活と深
く関わりのあることを実感してもらうための施
設見学の実施。
・ごみ処理体験による意識高揚を目的とし
た、施設見学の機会が少ない中学生の職
場体験学習の受け入れ。
・施設見学による実感から、その後の環境
行動につなげていくため、リピーターにも対
応した、複数の見学ルートの整備。

環境部

環境政策課
循環型社会推
進課
バイオマス産業
都市推進課
環境保全課

・環境学習の拠点施設であるエコプラザ
の利活用促進と環境教育の推進を目的と
して、３Ｒの推進はもとより、自然環境や生
活環境、バイオマスなど、様々な環境問
題をテーマとしたイベント等の実施。

・「低炭素型社会」、「循環型社会」、「自然共生型社会」、「生活環境」など、
多種多様な環境啓発イベントを実施した。
　・自然環境　 ：３講座　７７名
　・省エネ対策：３講座　４４名
　・３Ｒの推進　：３講座　１２５名
　・環境保全　 ：３講座　１０１名
　・バイオマス　：２講座　８６名
・公民館における環境教育の推進を目的として、持続可能な社会づくりを
テーマに「ＥＳＤ環境教育セミナー」を実施した。　参加者数：７５名
・「ごみの分別」で外国人が抱える悩みや外国と日本のごみ文化の違いを
テーマとしたイベントを実施した。　参加者数：１６名
・環境ビジネスの創出・販路開拓・異業種との連携等を目的とした環境ビジネ
スマッチングイベントを実施実施した。　参加者数：６５名

・様々な環境問題をテーマにした環境啓発イベントを次年度も実施すること
で、エコプラザの利活用促進と環境教育の推進を図る。
・エコプラザにおいて、環境ビジネスマッチングイベントを実施することで、企
業やＮＰＯ法人など異業種との連携・交流の場を提供し、ひいては環境ビジ
ネスの創出、新市場開拓に繋げる。

・環境学習の拠点施設であるエコプラザの
利活用促進と環境教育の推進を目的とし
て、３Ｒの推進はもとより、自然環境や生活
環境、バイオマスなど、様々な環境問題を
テーマとしたイベント等の実施。
・エコプラザにおいて、企業やＮＰＯ法人な
ど異業種との連携・交流の場を提供し、ひ
いては環境ビジネスの創出、新市場開拓に
繋げていく環境ビジネスマッチングイベント
の実施。

環境部
循環型社会推
進課

・エコプラザの再生ゾーンを中止に、３Ｒ
の推進と意識高揚を目的とした各種講座
やイベント等の実施。

・エコプラザの再生ゾーンにおいて、リユース品やリペア品の販売を行うととも
に、３Ｒに関する講座やイベント（エコマーケット等）を開催した。
　講座開催数：６３回
　エコマーケット開催数：１１回
　その他イベント開催数：２回

・今後も、エコプラザの再生ゾーンにおいて、リユース品やリペア品の販売を
行うとともに、３Ｒに関する講座やイベント（エコマーケット等）を開催し、参加
者の意識高揚を図る。

・エコプラザの再生ゾーンを中心に、３Ｒの
推進と意識高揚を目的とした各種講座やイ
ベント等を実施

②環境
教育の
推進

子どもから大人まであらゆる年齢
層に応じた学習ができる仕組み
づくりを行うことにより、体系的な
環境教育を推進する。

４．環境学
習拠点施
設（エコプラ
ザ）におけ
る環境教育
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２９年度の取り組み

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

取り組み内容・成果及び評価
（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）

今後の見込み、改善策等
（Ａｃｔｉｏｎ）

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

２８年度の取り組み状況　（実績）

担当課担当部プロジェクト

５．佐賀市
環境保健
推進協議
会の取り組
み

環境部 環境政策課

・市内全自治会を支部とする「佐賀市環
境保健推進協議会」が行う環境美化やご
み減量などの実践活動や啓発活動への
支援。

・生活環境の保全及び浄化、健康で住みよいまちづくりに寄与することを目
的として活動する「佐賀市環境保健推進協議会」の各支部に対して補助金
を交付することにより、地域住民が地域の実情に合った環境保全活動や健
康づくり等の活動を実践した。
・協議会全体の活動として、環境・ごみ・健康づくりに関する視察研修を実施
した。参加者：３コース計　106人
・環境保全、ごみ対策、健康推進の各部会において、活動の実施や企画を
行った。
　部会活動：６回　参加者：156人
・11/7佐賀駅周辺の路上喫煙禁止キャンペーンに参加し、路上喫煙禁止区
域の普及啓発を行った。　参加者：9人
・2/1佐賀市環境保健推進大会を開催し、環境保全や健康づくりへの貢献者
の表彰とごみ減量に関する講演会を行った。　参加者：674人

・今後も継続して、環境保全等に関する事業を実施予定。
・視察研修の実施。
・各部会において、活動を実施する。
・佐賀市環境保健推進大会を開催し、環境保全や健康づくりへの貢献者の
表彰と環境保全に関する講演会（予定）を実施する。

・市内全自治会を支部とする「佐賀市環境
保健推進協議会」が行う環境美化やごみ減
量などの実践活動や啓発活動への支援。
～以下、29年度の具体的な取り組み～
・先進地視察研修（８月）
・環境保全、ごみ対策、健康推進の部会活
動（各２回）
・佐賀市環境保健推進大会（２月）

６．ラムサー
ル条約登録
湿地「東よ
か干潟」を
活用した環
境教育

環境部 環境政策課

・ラムサール条約湿地を活用した環境教
育の機会として、東よか干潟ラムサールク
ラブの活動運営。
・市立小中学校による東よか干潟見学時
のバス借上げ料の助成。

・市内小中学生を対象として、東よか干潟ラムサールクラブ運営し、10回の
活動を行った。（クラブ員：小4～中3の33人、地元大人10人）
・4/30　開講式、オリエンテーション
・5/7 　発足式、干潟の生き物観察（東よか干潟）
・6/25　有明海の生き物や環境について視察学習（佐賀県有明水産振興セ
ンター、鹿島市干潟展望館）
・8/20　佐賀県ラムサール条約湿地登録1周年記念イベント参加、交流活動
発表（佐賀市文化会館）
・8/27 有明海クリーンアップ・アクトクリーン（清掃活動）参加、漂着ゴミ調査
（東よか干潟）
・11/12　鹿島市ラムサール条約湿地登録1周年記念イベント参加（鹿島市）
・11/27 大分県九重町のタデ原湿原で活動する子ども達との交流（東よか干
潟）
・活動のまとめ（東与賀農村環境改善センター）
・また、クラブ員の中から国内外の交流イベント２回に参加した。
　・7/26～7/30 2016東アジア子ども湿地保全交流（3人、韓国安山市）
　・8/5～8/7 KODOMOラムサール湿地交流（3人、北海道浜頓別町）

・小中学校が東よか干潟を見学する際のバス借上げの一部助成を行った。
（5校）
・来訪児童数：約400人
・見学時児童の事前学習のための子供向けパンフレット等の提供や、希望が
あれば現地にボランティアガイドを配置し、東よか干潟の価値や魅力を分か
りやすく解説した。

・引き続き、東よかラムサールクラブの活動を実施する。東よか干潟の自然環
境のすばらしさを理解するとともに、佐賀の自然環境についても学習する。ま
た、他の湿地の子ども達との交流をより一層促進する。
・平成29年度も平成28年度の活動をベースとして、新たに東よか干潟の底生
生物調査を行い、次年度以降の活動定着を図る。
・現在対象者を市内の小学校4年生から中学校3年生までとしていることか
ら、中学校卒業者の受け皿（活動の場）の設置等について関係者（講師、佐
賀大学）と協議を進める。

・引き続き、東よか干潟見学時のバス借上げ料の助成を行う。
・雨天時でも学習できるプランの検討や現地ガイドの手配の充実など、学習
環境の更なる充実を図り、利用校の増加を目指す。

・東よか干潟ラムサールクラブの活動を行
う。

・野鳥観察、底生生物調査（東よか干潟）（５
月）
・佐賀の自然環境について学ぶ（県立宇宙
科学館）（６月）
・干潟体験・湿地の恵みの実感（東よか干
潟）（７月）
・KODOMOラムサール湿地交流（釧路湿
原）（８月）
・大分県九重町のタデ原湿原で活動する子
ども達との交流（タデ原湿原）（８月）
・有明海クリーンアップ・アクトクリーン（清掃
活動）参加、漂着ゴミ調査（東よか干潟）（８
月）
・湿地保全活動（東よか干潟）（10月）
・KODOMOラムサール湿地交流（荒尾干
潟）（11月）
・アジア湿地シンポジウムにて活動発表（東
与賀文化ホール）（11月）
・活動のまとめ（12月）

・東よか干潟見学時のバス借り上げ料の助
成を引き続き行う。

環境部
循環型社会推
進課

・清掃工場の余剰電力を市内の公共施設
に供給する、電力の地産地消についての
広報活動の実施

・平成２８年度より余剰電力を新たに供給している２６の公共施設に、ポス
ター・ステッカーを掲示し、電力の地産地消の取り組みとクリーンエネルギー
の周知、啓発を実施した。
・平成２９年度以降の小売電気事業者をプロポーザルで決定し、今後の電力
の地産地消についての環境教育を推進する体制を整えた。

・ポスター・ステッカーを改訂し、小中学校４９箇所及び２６の公共施設、さら
に２９年度から新規追加予定の公民館等（３５公共施設）に掲示し、電力の地
産地消の取り組みとクリーンエネルギーの周知、啓発を実施する。
・電力の地産地消学習教材をイベント等で利活用し、ごみの分別や再生可
能エネルギーについての体験学習を実施する。
・地産地消の見える化システムを清掃工場に設置し、来館者への電力の地
産地消の取り組みの周知を行う。

・清掃工場の余剰電力を市内の公共施設
に供給する、電力の地産地消についての
広報活動及び環境教育の実施

環境部
循環型社会推
進課

・日常生活で気軽にできるごみ減量につ
いて実践してもらうことで、ごみ問題を身
近なものとしてとらえてもらうための「高校
生エコチャレンジ」の実施。

・市内の私立高校を対象に、日常生活で気軽にできるごみ減量について、
任意の２週間取り組んでもらう「高校生エコチャレンジ」を実施した。
　参加者数：１，１０９名（私立高校５校、県立高校１校）

・今後とも、市内の高等学校に通学する高校生を対象に「高校生エコチャレ
ンジ」を実施することで、ごみ問題を身近なものとしてとらえてもらう。

・日常生活で気軽にできるごみ減量につい
て実践してもらうことで、ごみ問題を身近な
ものとしてとらえてもらうための「高校生エコ
チャレンジ」の実施。

環境部
循環型社会推
進課
環境政策課

・地域や事業所など、様々な場所での環
境教育の場の提供を目的とした出前講座
の実施。

・地域や事業所等において、３Ｒの推進やエネルギーの有効活用など、市の
取り組みを紹介する出前講座等を実施した。
　開催回数：１３回
・生ごみの堆肥化や雑紙の分別による減量方法について、体験型講座や相
談・サポートを実施した。
　講座開催回数：７９回、　サポート実施回数：３８０回
・市民の環境意識の高揚を図ることを目的として、国が推進する地球温暖化
対策の国民運動「COOL CHICE」を含めた地球温暖化対策に関する講座を
実施した。
　講座開催回数３回

・今後とも、地域や事業所等を対象とした出前講座を実施することで、様々な
場所での環境教育の場の提供に努める。

・地域や事業所など、様々な場所での環境
教育の場の提供を目的とした出前講座の
実施。

環境部
循環型社会推
進課

・環境教育の具体的な方法等について協
議する環境教育連絡会議の開催。

・環境教育関係課で構成する環境教育連絡会議を開催し、環境教育の具体
的な方法等について協議しながら各種環境教育事業を実施した。
　開催回数：５回

・環境教育連絡会議を随時開催し、今後の環境教育のあり方や進め方等に
ついても協議していく。

・今後の環境教育のあり方や進め方等につ
いて協議する環境教育連絡会議の開催。

７．その他
の環境教育

子どもから大人まであらゆる年齢
層に応じた学習ができる仕組み
づくりを行うことにより、体系的な
環境教育を推進する。

②環境
教育の
推進
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基本目標 施策目標
2013年度
基準値

2016年度
実績値

2019年度
目標

2024年度
目標

省エネ等の環境問題を意識し、取り組んでいる市民の割合 78.8% 71.6% 82.0% 85.0%

市域における電力使用量（2013年度比） 100% 90.1% 98.2% 95.6%

1人1日当たりごみ排出量 1,048ｇ (速報値） 1,036g 1,008ｇ 964ｇ

リサイクル率 17.4% (速報値）　20.0% 19.3% 20.5%

新規で植えた樹木の本数 294千本
(※2015年度実績値)

320千本
418千本 518千本

市民一人当たりの都市公園面積 7.2㎡ 7.7㎡ 7.8㎡ 8.3㎡

景観賞表彰件数 68件 80件 92件 112件

屋外広告物許可割合 26.9% 67.7% 75.0% 100%

公害苦情（騒音・振動・悪臭等）件数 208件 197件 182件 162件

生活環境苦情件数 291件 382件 258件 233件

鉛給水管更新率 45.0% 67.8% 85.4% 100%

下水道接続率 87.3% 89.2% 92.2% 93.4%

地球温暖化を
防止するまち

資源を活かす
循環のまち

水とみどりが
あふれるまち

安全で快適な
生活環境のまち

環境基本計画に掲げる成果指標の達成状況
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